
文教警察委員会会議記録

文教警察委員長 大友 栄二

１ 日 時

平成３０年４月２３日（月） 午前１１時０１分から

午後 ２時４５分まで

２ 場 所

第２委員会室

３ 出席した委員の氏名

大友栄二、三浦正臣、古手川正治、末宗秀雄、藤田正道、平岩純子、河野成司

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

堤栄三

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

教育長 工藤利明、警察本部長 太刀川浩一 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）中津市耶馬溪町での土砂崩れに伴う被害状況と警察措置について、執行部から説明を行

けた。

（２）平成３０年度行政組織及び重点事業等について、執行部から説明を受けた。

（３）学習指導要領等の改訂を受けた取組について及び大分県版「チーム学校」の実現に向け

た取組についてなど、執行部から説明を受けた。

（４）県内所管事務調査を５月８日、９日、１５日、１７日、２２日、２３日、２８日及び２

９日に実施することを決定した。

（５）県外所管事務調査を７月１８日から２０日に実施することを決定した。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記



議事課委員会班 課長補佐 工藤ひとみ

政策調査課政策法務班 主査 熊野彩



文教警察委員会次第

日時：平成３０年４月２３日（月）１１：００～

場所：第２委員会室

１ 開 会

２ 警察本部関係 １１：００～１２：１０

（１）中津市耶馬溪町での土砂崩れに伴う被害状況と警察措置について

（２）治安情勢について

（３）平成３０年度行政組織及び重点事業等について

（４）その他

（休 憩）

３ 教育委員会関係 １３：００～１４：３０

（１）平成３０年度行政組織及び重点事業等について

（２）諸般の報告

①学習指導要領等の改訂を受けた取組について

②大分県版「チーム学校」の実現に向けた取組について

③平成３０年度大分県立高等学校入学者選抜結果について

④スーパーサイエンスハイスクール重点枠の新規採択及び

スーパー・プロフェッショナル・ハイスクールの採択について

⑤三重総合高校久住校本校化について

（３）その他

４ 協議事項 １４：３０～１４：４０

（１）県内所管事務調査について

（２）県外所管事務調査について

（３）その他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、委員会を開きます。大友委員長

説明に入る前に、去る４月１１日未明、中津

市耶馬溪町において発生しました土砂災害によ

り被災された方々にお見舞いを申し上げますと

ともに、犠牲となられました６名の方に対し深

く哀悼の意を表するため、黙祷を捧げたいと思

います。

全員御起立をお願いします。黙祷。

〔黙祷〕

黙祷を終わります。御着席くださ大友委員長

い。

これより、警察本部関係の説明に入ります。

本日は初めての委員会でもありますので、ま

ず、私から御挨拶を申し上げます。

〔大友委員長挨拶〕

では、委員の皆さんの自己紹介を大友委員長

お願いします。

〔委員自己紹介〕

また、本日は、委員外議員として大友委員長

堤議員に出席いただいております。

次に、事務局職員を紹介します。

議事課の工藤君です。（起立挨拶）

政策調査課の熊野君です。（起立挨拶）

続きまして、執行部の自己紹介を大友委員長

お願いします。

〔太刀川警察本部長挨拶〕

〔幹部職員自己紹介〕

ここで、委員外議員の発言につい大友委員長

て、委員の皆さんにお諮りします。

委員外議員からの発言の申出については、会

議規則により、委員会がそれを許すか否かを決

めると定められておりますが、議事の円滑運営

のため、本日の委員会以降、委員の皆さまから

特に御異議が出た場合を除き、その発言を許す

か否かについては委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、委員外議員の大友委員長

発言の許可については委員長に御一任いただき

ます。

また、委員外議員の方にお願いします。

発言を希望する場合は、委員の質疑の終了後

に挙手し、私から指名を受けた後、長時間にわ

たらないよう要点を簡潔に御発言願います。

なお、進行状況を勘案しながら進めてまいり

ますので、委員外議員の皆さんは、あらかじめ

御了承願います。

それでは、中津市耶馬溪町での土砂崩れに伴

う被害状況と警察措置について、執行部の説明

を求めます。

中津市耶馬溪町における土太刀川警察本部長

砂崩れについて、被害の概要と大分県警察の災

害警備の状況等について御説明いたします。

お手元の資料１ページの地図を御覧ください。

被災現場は、中津市耶馬溪町大字金吉で、青

の洞門から玖珠町方向に約１７キロの地点に位

置し、金吉川沿いになりますが、中津警察署下

郷駐在所の管轄となっております。

それでは、被害状況及び警察措置について御

説明いたします。

資料２ページを御覧ください。

今回の災害は、４月１１日水曜日、午前３時

４０分頃発生し、我々は消防からの通報で認知

しました。

その後の情報収集により、中津市耶馬溪町金

吉地区において、高さ約１００メートル、幅約

２００メートル、奥行き約２００メートルの規

模で土砂崩れが発生し、家屋４軒が巻き込まれ

６名の方と連絡が取れない状況が判明しました。

災害現場付近は４軒１０名の方が住んでおら

れましたが、発災後、そのうち３軒６名の方が

行方不明となり、残念ながら、本日までに全員

の死亡が確認されております。

４名の方については御知人の家に避難されて

いると聞いております。

県警察では、災害の発生を受けて、警察本部
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長を長とする災害警備本部を立ち上げ、災害警

備活動を行っているところでございます。

発災当日から昨日である４月２２日までの１

２日間で延べ１，１４７名を投入し捜索等を行

っております。

主な災害警備活動については、捜索・救出救

助活動、検視活動、交通規制、映像送信、現場

指揮支援のほか、現場広報、管轄の駐在所員等

による避難者支援活動を行っております。

資料３ページを御覧ください。

発災前の状況です。資料の①が岩下義則さん、

岩下愛子さん方、②が岩下アヤノさん方、③が

橋本アヤ子さん、江渕めぐみさん、江渕優さん

方であります。

赤波線については土砂が崩落してしまった部

分です。

資料４ページを御覧ください。

災害現場の全体図です。

黄色で塗り潰して示したところの①は岩下義

則さん方、②は岩下アヤノさん方、③が橋本さ

ん、江渕さん方となります。

白色で示したところは家屋の附属建物です。

資料の下方に見えるテントが、指揮本部をは

じめ救出救助部隊等のテントであります。

次に、災害警備活動について御説明します。

災害の状況について、資料の５ページから９

ページを御覧ください。

このように現場では、大量の土砂や岩、倒木

の崩落により、これが家屋を飲み込んだり、埋

めたり、あるいは流したりというような状況に

なりました。

資料１０ページから１５ページを御覧くださ

い。

青い服の県機動隊、管区機動隊、警察本部及

び各警察署員による支援隊により編成された救

出救助部隊が、自衛隊などの関係機関と共同し

て行方不明者を捜索している状況です。

現場は、大量の土砂と岩石等に覆われており、

重機による捜索が先行しますが、行方不明者に

つながる発見があった場合は、警察部隊等が手

作業で発見、救出を行ってきたところでござい

ます。

身元不明者を発見・救出し、死亡が確認され

た後は検視班が検視を行い、ＤＮＡ鑑定、歯牙

鑑定等を実施して身元の確認を行っております。

現場は、資料のとおり足場が大変悪く、また、

倒木や岩石に作業を阻まれるほか、さらなる土

砂等の崩落の危険性もあり緊張を強いられる状

況にありますが、この救出・救助に、隊員は一

日でも早い発見を願って士気高く活動してきた

ところでございます。

資料１６ページを御覧ください。

県道の山浦交差点において警察本部交通部と

中津警察署員による交通規制の状況です。

救出・救助にあたる関係車両及び地域住民の

円滑な交通を確保するため、下郷入口交差点か

らメイプルファームロード耶馬入口交差点先ま

での約７キロメートルを道路法に基づく交通規

制を行っております。

資料１７ページを御覧ください。

情報通信部機動通信隊によるモバイルカメラ

を活用した災害警備活動の撮影と画像送信の状

況です。

現場からの映像の送信により、大分県庁、警

察本部等においても、リアルタイムで被害状況

や災害警備活動の状況を把握することができて

おります。

資料１８ページを御覧ください。

写真の左端ですが、地元駐在所員による行広

公民館での避難所訪問活動の状況です。

地域住民の方々から、地元駐在所員の派遣要

望を受けまして、地元の下郷駐在所員及び中津

警察署の女性警察官が、避難所で避難者からの

相談等に対応しています。

また、地区住民の方々の安全・安心のために、

例えば空き巣等の防止を目的としたパトロール

活動も行っています。

避難者については、中津市が設置した避難所

が３か所がございまして、下郷地区公民館、行

広公民館、耶馬溪サイクリングターミナルに避

難しておりましたけれども、本日現在で避難所

への避難者はおりません。

発災直後は、行広公民館に４世帯１１人が避

難をしておりました。
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以上が、被害の状況と県警の災害警備活動で

ございます。

以上で説明は終わりました。大友委員長

これより質疑に入ります。

質疑、御意見などはございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

私から１点、交通規制ですね。現大友委員長

場では、市の陣頭指揮の下、二次災害など非常

に注意を払ってやっていただいておりますが、

今、説明のありました１６ページの約７キロメ

ートルですね、道路交通法に基づいて規制され

ているということで、私も中津警察署長と少し

お話をさせていただきましたが、初日からマス

コミとか地元の方が押しかけて、交通規制をさ

れている中で現場には入れないんですけれども、

対岸道路で非常に危険な状況が続いたというこ

とであります。

数日たった以降も、マスコミの方が道路の真

ん中に脚立を立てて、私たちが車で通るときに

その脚立をどけてよけてくれるのを待たなきゃ

いけないという状況が続いたわけなんですけれ

ども、その辺の把握しているところを御説明い

ただければと思います。

御指摘のとおり、発災当初から原田交通部長

各社かなりの報道が詰めかけました。県内だけ

ではなく県外とか、そういうところもあり、車

については一定の位置から先には入れないとい

うことで対応しました。持ってきた中継車等は、

なるべく付近の住民の方の邪魔にならないよう

に山合いの脇道に駐車していただき、そこから

先は徒歩で行ってくれというお願いをしました。

対岸からの撮影、取材については、一応各社の

自主的な報道にお任せしたところでございます。

それに関して報道の方から、例えば、もうち

ょっと規制を緩和した方がいいんじゃないかと

か、逆に、地域の方からは若干通りにくいとか

いう苦情もいただきましたけれども、その都度、

交通機動隊の白バイであの路線、県道を警戒し

て、違法車両の排除であるとか、離合が困難な

場所とかの違法駐車を排除したところでござい

ます。

私も毎日現場に行っておりました大友委員長

ので、大体状況は把握できているんですけれど

も、中継車の出入りについて、中継車はずっと

駐めていますけれども、あれはもう自由にでき

る形でやられているのですか。

そうですね。現場近くまでは行原田交通部長

かせないということを大前提に。ただ、やはり

報道の取材の自由というか、そこのところを全

面規制するわけにはいかないというところで。

ある程度の場所から先は中継車も駄目だと、車

の出入りも駄目だということで規制したところ

でございます。

私も住民の方から結構苦情をいた大友委員長

だいており、あれは規制できないのかという話

が多く寄せられたわけなんですけれども、警察

の規制だけでやっていくというのはちょっと厳

しいところもあるのかなと感じているんですね。

全く報道させないということはまずあり得ない

と思いますので、何かこう、報道が安全にでき

るゾーンを設けるとか、何かそういう対処を他

部署と連携しながらやっていく必要があるのか

なと感じました。またその辺も御検討願いたい

と思います。本当に危険な状況の中ですので引

き続き安全に留意していただきたいと思います。

他はよろしいでしょうか。委員外議員の方、

よろしいですか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、大友委員長

治安情勢について執行部の説明を求めます。

県下の治安情勢について、太刀川警察本部長

現状と取組を御説明いたします。

資料は、文教警察委員会説明資料の１ページ

を御覧ください。

県警察では、平成３０年の運営方針を「県民

とともに歩む力強い警察」、サブタイトルを

「日本一安全な大分」の実現に向けてとしてお

ります。

業務目標として、刑法犯認知件数１５年連続

減少、特殊詐欺被害件数１４０件以下、交通事

故死者数過去最少、重要犯罪の完全検挙の４点

を掲げ、これらの目標を達成するため、総合的

な犯罪抑止対策の推進など６項目を業務重点と

して取り組んでおります。
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本日は、この６項目の業務重点に沿って県下

の治安情勢を御説明いたします。

なお、昨年、平成２９年中の主な取組の結果

につきましては、お手元のＡ３版の資料、平成

２９年大分県警察業務重点の推進結果に取りま

とめていますので、これは後ほど御参照いただ

ければと思います。

それでは、１ページに戻りまして、業務重点

の一つ目、総合的な犯罪抑止対策の推進につい

て御説明いたします。

県下の刑法犯認知件数は、昨年は過去最少と

なる３，９５８件で、前年より９６件減少し、

目標の刑法犯認知件数１４年連続減少を達成す

るとともに、大分県長期総合計画の最終目標で

ある平成３６年４千件以下を前倒しで達成する

という結果となりました

また、人口１０万人当たりの刑法犯認知件数

である犯罪率では、３年連続でそれが低い、つ

まり良好な方から全国第４位でありまして、犯

罪の少ない県となっております。県警では、本

年の目標を刑法犯認知件数１５年連続減少と掲

げ、さらなる減少に挑んでいるところでありま

して、ただ昨年の減少率が全国でいい方から４

５番目でございましたので、こういうことを考

えると、この先はなかなか簡単ではないなと考

えております。

本年の３月末においては、認知件数は７７９

件で、前年同期よりもマイナス７０件と減少を

維持しているところであります。

目標達成のためには、犯罪情勢の分析に基づ

く効果的な抑止対策に加え、県民の方々や関係

機関・団体との連携・協働が不可欠であります。

県警では、自主防犯ボランティア活動の活性化

と持続的充実のため、引き続き、次世代ボラン

ティア等後継者の育成や活動への参加促進等に

取り組んでまいります。

また、防犯環境の整備、特に犯罪抑止効果の

高い街頭防犯カメラの設置については、平成２

６年度から自治会等に設置経費を助成する事業

を行っており、昨年度からは、子供見守り街頭

防犯カメラ設置支援事業として、県下６地区で

計１７台の防犯カメラが設置されました。今年

度も引き続き、自治会や関係各所に対し防犯カ

メラの有用性を御理解いただき、通学路や子ど

もの遊び場周辺等に防犯カメラの設置を行って

安全・安心なまちづくりを推進してまいります。

さらに、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐

欺被害防止対策については、昨年の被害額は約

１，８００万円減少したものの、若い世代に対

する架空請求詐欺の被害が増えたことなどによ

り、被害件数は２３７件で、１８件増加しまし

た。

県警では、これまで、高齢者に直接電話で注

意喚起を促すコールセンター事業、自動警告・

通話録音機の無償貸与など、主に高齢者を対象

とした対策のほか、昨年からは、金融機関等と

連携したＡＴＭ振込制限やＷＥＢ動画、テレビ

ＣＭ作成による広報、若い世代が多く利用する

ファストフード店や携帯電話販売店での広報啓

発を図るなど、あらゆる世代の被害防止に向け

た取組強化も図ってまいりました。

さらに、今年度は、近年、急増する架空請求

詐欺被害の約半数を占める電子マネーによる被

害防止を図るため、架空請求詐欺の手口や注意

喚起を記載した電子マネー専用の封筒を作成し、

コンビニで販売する際には、その封筒に入れて

お客さんに手渡していただき、被害を阻止する

という水際対策を推進してまいります。

本年は、特殊詐欺被害件数１４０件以下を目

標に掲げていますが、３月末時点の被害件数は

３８件で、前年比マイナス２７件と減少はして

いるものの、被害額は昨年比で約８８０万円増

加しており、厳しい状況が続いております。

また、最近では、被害者宅を訪れてのキャッ

シュカードを盗み取るという新たな手口も出て

きておりますので、引き続き、検挙、予防の両

面で取り組んでまいります。

次に、子供・女性・高齢者の安全確保と少年

の非行防止・保護対策の推進についてです。

大きく２点ございます。

まず１点目は、子供・女性に対する声かけ事

案、ストーカー・ＤＶ事案等への迅速・的確な

対応についてです。

県下では、昨年は、ＤＶ・ストーカー事案及
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び声かけ事案は依然として高止まりの状況にあ

り、本年３月末時点で、ストーカー事案への対

応は前年比プラス９件の８２件、ＤＶ事案への

対応は前年比マイナス９件の１６４件となって

います。

県警察では、今後とも、被害者等の安全確保

を最優先とした保護対策、各種法令を適用した

検挙・警告により被害の防止を図り、重大事案

の未然防止に努めてまいります。

２点目は、少年非行防止・保護対策について

です。

少年非行は減少しているものの、児童虐待は

増加傾向にあり、いじめ事案、インターネット

を通じた悪質な福祉犯事件の発生など、少年を

取り巻く環境は依然として厳しい状況にありま

す。今後も、児童相談所や関係機関と連携を図

り、児童の安全確認・安全確保を最優先とした

迅速・的確な対応を推進するとともに、悪質・

危険性の高い事案については積極的な事件化を

図ってまいります。

あわせて、非行防止教室の開催やスクールサ

ポーターの活用など、学校等と連携して非行の

深刻化を防ぐとともに、少年警察ボランティア

等との協働による集団的不良交友少年の実態把

握など、少年を加害・被害の両面から守る活動

を推進してまいります。

次は、交通死亡事故の抑止についてです。

昨年は交通事故死者数過去最少という業務目

標を掲げ、交通事故による死者が、これまで最

少である平成２４年の４０人から１人でも少な

くなるよう努めてきたところでありますけれど

も、昨年は、交通事故発生件数及び負傷者数は、

いずれも前年と比べ減少したものの、死者数に

ついては４４人で、前年より２人増加となりま

した。

本年３月末における交通事故発生件数は７６

４件で、前年同期よりもマイナス１８１件、負

傷者数は９６７人で、前年同期よりもマイナス

２５５人と、共に大きく減少し、死者数も本日

現在で前年比マイナス６人の７人となっていま

す。このうち６人が高齢者で、うち５人は歩行

中の死亡であることから、高齢者に焦点を当て

た交通安全教育機材を活用した参加・体験・実

践型講習会の開催や、関係機関・団体等と連携

したきめ細やかな交通安全指導等の諸対策を引

き続き推進してまいります。

また、昨年は、改正道路交通法の施行に伴う

７５歳以上の高齢運転者に対する臨時の認知機

能検査や、大分県警まごころ宅配便の開始によ

り、運転免許証の自主返納者が過去最高となり

ました。本年は、自動車販売店等と連携した安

全運転サポート車の普及啓発を行うなど、引き

続き高齢運転者の支援の取組を強化します。

さらに、県民の交通安全意識の高揚のため、

老人クラブ連合会と連携し、ロードリーダーと

として指定した人に模範運転をしてもらい、安

全運転の広告塔となってもらう事業のほか、横

断歩道でのマナーアップを図るなど、歩行者の

安全を確保するための取組を行ってまいります。

このほか、国民文化祭やラグビーワールドカ

ップ２０１９の開催に備え、国内外から来県す

る観光客等を含めた全ての人が安全で快適に行

動できるよう、おもてなしの交通環境整備事業

として、今年度は、摩耗した横断歩道や一時停

止標示の更新、英語併記の信号機地名板等の整

備を推進してまいります。

次に、悪質・重要犯罪等の徹底検挙について

です。

殺人や強盗などの重要犯罪については、昨年

の検挙率は９７．７％で全国平均の８０．３％

を上回りました。本年も３月末までに１１件発

生していますが、素早い立ち上がりと的確な組

織捜査により、被疑者を全件検挙しています。

また、特殊詐欺についても、昨年は、実行犯

及び口座詐欺等の助長犯を１１６人検挙するな

ど、検挙率は全国第３位となる実績をあげてお

ります。

こうした犯罪は、県民に大きな不安を与える

ものでありますので、県警察では、本年も迅速

・的確な初動捜査のほか、防犯カメラ画像の収

集・解析や捜査支援システムの活用、綿密な現

場鑑識活動、ＤＮＡ型鑑定や犯罪者プロファイ

リング等最新の科学捜査力も活用し、本年の業

務目標である重要犯罪の完全検挙に向け取り組
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んでまいります。

次に、暴力団等組織犯罪対策の推進について

です。

県内の暴力団については、平成２７年の山口

組の分裂以後、県下の暴力団組織の一部が神戸

山口組に移籍するなど、現時点で、六代目山口

組傘下の１３組織、神戸山口組傘下の３組織、

約１８０人の構成員等を把握しているところで

す。なお、神戸山口組から離脱した任侠山口組

が、平成３０年３月２２日付けで兵庫県公安委

員会から指定暴力団として指定されていますが、

本県ではこの任侠山口組傘下組織の把握はあり

ません。しかし、全国的には、これら組織間に

おける対立抗争の可能性のある事件が続いてお

り、本県でも引き続き警戒が必要です。

このような情勢を踏まえ、本年も暴力団等の

取締りを徹底するとともに、さらなる暴力団排

除の気運を醸成するため、行政や各種業界、県

民が一体となった暴力団排除活動を推進し、暴

力団組織の壊滅、弱体化を図ってまいります。

薬物事犯については、昨年は前年比プラス３

人の９５人を検挙しましたが、今後も、覚醒剤

や危険ドラッグなどの薬物事犯や銃器事犯の取

締りも徹底してまいります。

最後に、災害、テロ等緊急事態対策及び大規

模警備諸対策の推進についてです。

災害対策は、昨年、県内では九州北部豪雨や

台風第１８号などの大規模な災害が発生したほ

か、今般の中津市耶馬溪町における大規模な土

砂崩れに関しては、さきほど御説明したとおり

でございます。

近い将来には、高い確率で南海トラフ巨大地

震の発生も予想されており、引き続き各種の災

害対策が不可欠です。

県警では、本部として、それから各警察署や

交番、駐在所の所管区単位でも管内実態を充分

に把握した上で、それに即した実戦的な教養訓

練等により対処能力の向上を図るとともに、関

係機関との連携を一層強化し、大規模災害発生

時の迅速かつ的確な対応に努めてまいります。

大規模警備諸対策については、県内では、本

年以降、国民文化祭やラグビーワールドカップ

２０１９の開催が、また、国内では、Ｇ２０サ

ミットや東京オリンピック・パラリンピック競

技大会などの開催が控えています。

県警では、これらイベントの成功に向け、一

丸となった取組を推進するため、大分県警察大

規模警備対策委員会を設置し、警備諸対策を推

進するための警備準備本部及びこれらの業務を

取りまとめる警備対策室を設置したところであ

ります。

引き続き、県警の総合力を結集した警備諸対

策を推進し、県民の皆さまをはじめとしてこれ

らのイベントに来場される方々に大分県の安全

安心を実感してもらいつつ、十分に楽しんでも

らえる環境づくりに最大限貢献してまいります。

警察では、運営方針である県民とともに歩む

力強い警察を確立し、日本一安全な大分の実現

に向け、職員一丸となって取り組んでまいりま

す。

委員長をはじめ、委員の皆さま方におかれま

しては、今後とも、御支援、御協力を賜ります

ようお願いいたします。

以上で説明は終わりました。大友委員長

これより質疑に入ります。

質疑、御意見などはございませんか。

特殊詐欺は、いろんなＡＴＭやら何末宗委員

やら使ってするけど、国民はどういう対策が取

れるのかなと。どこに危険が潜んでいるのかよ

く分からないよね。あらゆるところで、個人情

報がどこに行って、どんなふうに秘密が守られ

ているかも僕たちはよく分からない。そこら辺

り、どんなふうに間違いなく防げるか、一人一

人が防げるかというのを知りたいんよね。

特殊詐欺の対策については、工藤生活安全部長

御承知のとおりいろいろな手口が次々と起こっ

ております。特に今は、コンビニを利用した電

子マネーの送付とか、ＩＤの送付とか、あるい

は先般、別府署で捕らえましたけれども、訪ね

てきてカードを盗む等々も起こっております。

新たな手口が出た場合には広報、やはり検挙し

て広報する、あるいは予防広報するという形で、

広く県民の皆さまに被害実態を知っていただい

て、我々としては対策を講じていくという形で
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今やっているところであります。

コンビニ対策については、電子マネー、ＩＤ

が付いたカードを買うものですから、今年もコ

ンビニの業者さんや店の方にお願いをして、そ

れを交付するときには、手口を紹介した封筒に

入れて販売していただき、被害の未然防止を図

ろうということで予算措置をして、今年度、早

い取組を準備しているところでございます。

個人情報の件は、いろんな形で、これはもう

何度かこっちが広報して、防止してもらうしか

ないというところです。今、ネット社会になっ

ておりまして、なかなか、スマホとかも触るだ

けで自分の情報が出てしまうということもある

ように聞いております。フェイスブックの件だ

とか、Ｃｏｏｋｉｅ（クッキー）が行ったり来

たりするものですから、その辺のところはなか

なか。非常に今後どういう形で対策していくの

か、やっぱり国をあげて対応していかなくちゃ

しょうがないかなと思うんですけれども。

銀行から何からいろんな金融機関か末宗委員

ら、そういう個人情報を遵守すべき機関が山ほ

どあるんだろうけど、僕たちはどこまでが安全

かどうかがなかなか。これはもうなるようにし

かならんのかな。

これはやっぱり、新手の手工藤生活安全部長

口に対してどういう形でやっていけるのか、我

々も機会あるごとにそういったところは、広報

できる分はしっかりと広報して対応していきた

いと思います。

最後に１点。今のところは、被害が末宗委員

出たときはほとんど補償してくれるのかな。そ

ういう不正に取られた分を金融機関とかそうい

う関係が。

全て補償がきくわけで佐藤生活安全企画課長

はございません。銀行が被害の主体になれば銀

行が補償することもありますし、アマゾンカー

ド等々で電子マネーで取られたとき、以前はち

ょっとハードルは高かったんですけれども、事

前に連絡を入れる、早く連絡を入れることによ

って補償できる範囲が広くなっております。で

すから、気が付いたときに早く連絡を入れてく

れれば被害の回復ができる可能性が高くなると。

大規模イベントを控えて体制強化も河野委員

図られたという報道等もあったわけですけれど

も、警察庁、その他様々なところから情報を入

手されてそれに対応すると。治安情報であると

か、あるいは国際的なテロ警戒については情報

が非常に大事かなと思うわけでありますが、外

国人の観光客に紛れて様々な人が入ってくる可

能性があるということについて、イベントの前

後のそういった動向調査とかについての人員は

県警単独で対応されようとするのか、それとも

一定程度全国的な応援体制が組まれるのか、そ

の辺について教えていただきたいんですが。

まず１点、大きなイベント等で原田警備部長

は、全国全ての空港とか港を使いますので、不

審者の入国等については、全国の警察が一体と

なってこれらの対応をしてまいります。特にＡ

ＰＩＳ（エイペス）という不審者の通報システ

ムがございまして、外国のそういうところ、あ

らかじめ国際手配をされていたり、不審な方が

おれば入国時にヒットするシステムになってお

ります。

ちなみに、大分県警においても、国際線の寄

港時には全て人を出して警戒している状況でご

ざいます。

今いろいろと言われているのは、顔河野委員

認証システムによって、実際の入港であるとか、

国際線が到着した空港であるとか、そういうと

ころの水際で、入国の段階で様々な確認ができ

るというような情報があるんですけれど、そう

いったことも大分県で行われるということでし

ょうか。

顔認証については、先般の新聞原田警備部長

にも少し出ておりましたけれど、日本国内の福

岡を含む大きな空港でやると。現在、大分空港

ではそこまでのシステムは入っておりません。

今後そういった部分は警察組織なの河野委員

か、それとも国交省等の具体的な交通機関側で

用意するものなのか、どこに要望したらいいの

ですか。

基本的には、法務省関係の組織原田警備部長

がたくさん入っている入国管理局だとか、税関

その他ございますが、これら国交省等とあわせ
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て、システムをどこが導入しているか私は知り

ませんけれど、また後で調べて御連絡いたしま

す。

ほかによろしいでしょうか。委員大友委員長

外議員の方は質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、大友委員長

次に、警察本部関係の平成３０年度行政組織及

び重点事業等について、執行部の説明を求めま

す。

県警察の組織概要につきまして、山田警務部長

お手元の文教警察委員会説明資料２ページの組

織図をもとに御説明いたします。

大分県警察は、警察行政の民主的運営と政治

的中立性を確保するための大分県公安委員会の

管理の下に、警察本部及び１５の警察署で構成

されております。

警察本部は、警務部、生活安全部、刑事部、

交通部及び警備部の５部に、２４課１所３隊１

室を設置するほか、警察学校を附置しておりま

す。

それでは警察本部の部ごとに御説明いたしま

す。また、今春の組織改編についてもあわせて

説明させていただきますので、机上に配付して

おります別資料、平成３０年春の組織改編概要

についてをあわせて御覧ください。

警務部は、総務課、広報課、会計課、警務課

等９課で構成しております。

警務部では、第一線の警察職員が効率的に業

務を推進できるよう、組織管理や勤務環境の整

備、健康管理対策等を行うほか、働き方改革の

推進、次代を担う優秀な人材を確保するための

採用活動、新任警察官の早期戦力化や幹部の指

揮能力の強化に必要な教養の企画等の取組を推

進しております。

次に、生活安全部は、生活安全企画課等４課

１室で構成しております。

生活安全部では、総合的な犯罪抑止対策、子

供・女性・高齢者の安全確保、少年の非行防止

・保護対策及びサイバー犯罪対策等を推進して

おります。

刑事部は、刑事企画課等５課１所で構成して

おります。

刑事部では、悪質・重要犯罪等の徹底検挙へ

の取組や暴力団等組織犯罪対策等を推進してお

ります。今春の組織改編により、新時代の刑事

司法制度に対応するための捜査体制を強化しま

した。

交通部は、交通企画課等４課２隊で構成して

おります。

交通部では、交通事故抑止に向けて、高齢者

の交通事故防止対策、交通安全意識の高揚、交

通事故分析に基づく効果的な交通取締りの強化

等の取組を推進しております。

最後に、警備部は、警備第一課等２課１隊で

構成しております。

警備部では、災害・テロ等突発重大事案対策

を中心とした取組を推進しております。今春の

組織改編により、ラグビーワールドカップ２０

１９等の大規模イベントを見据えた警備対策室

を設置したほか、大規模災害に対応するための

体制を強化しました。

説明資料の３ページをお開きください。

警察署は１５署でございます。

説明資料４ページから１２ページにかけて、

ただいま申し上げた警察本部所属５部２４課１

所３隊１室及び警察学校の分掌事務を掲載して

おりますので後ほど御覧いただければと思いま

す。

大分県警察の組織概要については以上のとお

りでございます。

平成３０年度警察費当初予算の田原会計課長

概要について御説明いたします。

お手元の文教警察委員会説明資料の１３ペー

ジをお開きください。

平成３０年度警察費当初予算額は、表の左か

ら二つ目の欄、平成３０年度当初予算額欄、一

番上の警察費合計欄に記載のとおり２７４億９，

３５６万２千円でございます。

これを平成２９年度当初予算額と比較いたし

ますと、表の右から三つ目の欄、増減額欄に記

載のとおり４，９５９万７千円の増額、その右

の欄を御覧ください、率にして０．２％の増と

なっております。
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警察費を人件費と事業費に区分いたしますと、

表の一番左の欄、区分・目名欄の上から二行目、

人件費の警察本部費の欄を御覧ください。

人件費の平成３０年度当初予算額は２１０億

９，１１５万４千円で、定年退職者の増加に伴

う退職手当の増額等により、平成２９年度当初

予算額と比較いたしますと３億７，３３４万５

千円、率にして１．８％の増額となっておりま

す。

区分・目名欄の下から二行目、事業費の小計

の欄を御覧ください。

事業費の平成３０年度当初予算額は６４億２

４０万８千円で、大分東警察署の建設工事の完

成等により、平成２９年度当初予算額と比較い

たしますと３億２，３７４万８千円、率にして

４．８％の減額となっております。

１４ページをお開きください。

平成３０年度警察費当初予算の主要事業につ

いて御説明いたします。

一番左の事業名欄、一番上の創生前進枠事業、

特殊詐欺水際対策強化事業費１，７２８万６千

円は、コールセンターによる電話での注意喚起

の際、資料の送付を希望した高齢者等に対して

被害防止用の広報資料を送付するとともに、コ

ンビニ利用の新たな手口等を認知した際には、

コンビニにファックスで手口の紹介や声かけを

依頼するなど対策をさらに強化してまいります。

また、コンビニで電子マネーを販売する際に、

注意喚起を印刷した封筒に入れて渡していただ

くことで被害防止を図ります。

さらに、詐欺の手口に対応したポスターやチ

ラシを作成し、被害防止を呼びかけます。

次に、その下の高齢者交通事故防止総合対策

事業費５８９万６千円は、このうち１９６万２

千円が創生前進枠事業で、高齢運転者の交通事

故を防止するため、自動車販売店等と連携して、

安全運転サポート車の普及促進を内容とするパ

ンフレットを作成したり、高齢歩行者の交通事

故を防止するため、老人クラブ連合会と連携し

て、交通安全の個別指導を実施するものでござ

います。

残り３９３万４千円は、継続事業として、免

許更新を６か月後に控えた８０歳以上の高齢運

転者に対し、高齢運転者が起こしやすい事故の

特徴や運転免許の自主返納制度に関する情報等

を集約して郵送するための郵便料等及び高齢運

転者に対する参加体験型講習機材のリース料、

また、新規事業として、高齢歩行者に対する参

加体験型講習機材のリース料でございます。

その下の高齢者交通安全環境整備事業費４，

９９８万６千円は、高齢者の交通事故を防止す

るため、事故多発地区に高輝度横断歩道や人感

ライトを設置して視認性を高めるなど高齢者に

優しい交通環境の整備を行うものでございます。

その下の交通安全施設整備費７億６，２７８

万７千円は、交通管制機能の充実、信号機の新

設・更新等交通安全施設の整備を行うものでご

ざいます。

その下の鑑識科学センター整備事業費１０億

８，４４５万９千円は、平成２９年度と３０年

度の２か年で行う庁舎建設等に要する経費のう

ち、最終の平成３０年度分の経費でございます。

昨年１０月に着工し、今年１０月に完成する

予定でございます。

その下の装備資器材等充実強化費１億１３２

万３千円は、このうち１，５４２万３千円が創

生前進枠事業で、災害発生時に迅速な情報収集

や初動対応ができるよう、冠水道路やがれきが

堆積した悪路でも走行可能な特殊装備を備えた

災害対策車両２台を整備するものでございます。

残り８，５９０万円は、捜査用機器のリース

料等の継続事業でございます。

その下の創生前進枠事業、おもてなしの交通

環境整備事業費１億５３万１千円は、今年の国

民文化祭や来年のラグビーワールドカップ等の

ビッグイベントの開催に備え、国内外から大分

県を訪れる観光客等にとって、安全で快適な交

通環境を整備するため、摩耗の進んだ横断歩道

の改修等を３か年計画で集中的に行うなどした

いと考えており、その初年度分でございます。

具体的には、イベント会場の周辺や主要宿泊

地へのアクセスルート、さらに、温泉や観光地

にアクセスする主要幹線道路等の摩耗した横断

歩道や一時停止の標示の塗り替えを平成３０年
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度からの３か年で行います。

また、インターや観光地への分岐点となる箇

所等に英語併記の信号機地名板を平成３０年度

と３１年度の２か年で整備いたします。

さらに、外国人が交通事故を起こした場所や

主要な観光地の周辺等にアルファベットでＳＴ

ＯＰを併記した「止まれＳＴＯＰ」標識を平成

３０年度に集中して整備いたします。

以上が平成３０年度警察費当初予算の主要事

業でございます。

次のページから、予算項目ごとに平成３０年

度と平成２９年度の当初予算額を記載した資料

を添付しておりますので、参考にしてください。

以上で説明は終わりました。大友委員長

これより質疑に入ります。

質疑、御意見などはございませんか。

警察施設費で。大分東警察署の整備末宗委員

が終了して予算も若干減少しているんですけれ

ど、警察の今後の方針でどういうところをやろ

うとかいうのをお聞きしたい。

あと警察署については、国東警田原会計課長

察署がまだ耐震ができておりませんので。でき

ればその建て替えを基本として、整備計画を今

検討しているところでございます。

ほかは。末宗委員

駐在所の建て替え、それから交田原会計課長

番、駐在所を統合して交番を新設するというこ

とを計画しております。

国東警察署以外は大きな事業は一応末宗委員

当面はないと。国東は今どこまでいってるのか

な、あれは海の真横で随分問題になって、早く

移転計画をとかいろいろ言いよったんだけど。

今、建て替えを基本にというこ田原会計課長

とで検討しておりまして、用地の選定だとか、

どういう規模にするだとか、そういうことを検

討している状況でございます。

基本計画とかそういうのはまだ作り末宗委員

上げていないの。

きっちりとしたプランはまだで田原会計課長

きておりません。

平成３０年度の予算案等、拝見三浦副委員長

させていただきました。今、県職員並びに教育

庁職員の方でも働き方改革、国でも働き方改革

の国会ということですけれども、警察本部とし

ての働き方改革的な考え方について、これから

何か検討されているのか若しくは昨年度から何

か取組をされている事例等があれば教えていた

だきたいと思います。

働き方改革については、いかな山田警務部長

る組織においてもそこで働く者の基本というこ

とで、より充実した業務を遂行してもらうため

にはもう必要不可欠な取組だと考えております。

県警においては、例えば、昨年度中からでは

ありますが、従前は、いわゆる定時退庁日、本

来、定時退庁というのは毎日というところもあ

るんですけれども、これまで非常に多忙という

こともあって、例えば、水曜日を定時退庁日と

いう形で推奨してきたところでありますが、曜

日を定めず、そもそも毎日が定時退庁であると

いう基本に戻りまして、特定日を設けるのでは

なくて、幹部職員にあっては部下職員にきちん

と――をしてくださいと各所属長に話もしてお

ります。また、例えば、週休日に、休みの日に

勤務をした職員にあっては、必ず振替休日です

ね。例えば、土曜日、日曜日に出勤したのであ

れば、平日にきちんと休みを取ってもらい体を

休めるということで対策を講じさせるとか、そ

ういった取組を今進めているところではござい

ます。

県の職員の場合は、パソコンの三浦副委員長

稼働を所属長が確認するということですし、教

育関係でいえば、タイムカードで新年度からと

いうことのようですけれども、警察本部はそう

いったところまではまだという判断でよろしい

んでしょうか。

警察本部においては、まだシス山田警務部長

テム的な対策というところまでは講じているも

のではございません。

ある警察署では、昨年末、かな三浦副委員長

り署員に幅を持たせて休暇を取らせたと。結果

的に仕事と休暇のめり張りが良くて、業務に非

常にいい形で成績を残せたという話も伺ってい

ます。ぜひ県内のそういうところも参考にしな

がら、署員が働きやすい環境、ひいてはそれが
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県民の安心・安全につながると思いますので、

また検討していただきたいと思います。

休暇の取得についても、従前は山田警務部長

なかなか取りづらい環境を作っていたわけでは

ないんですけれども、休みを取ること自体は、

例えば、子どもの養育の関係とか、介護の関係

とかも含めて、当然のこととしてあり得る話で

ございますので、そういうものについては取り

やすい形で、一層、組織の中で推奨してまいり

たいと考えております。

おもてなしの交通環境整備事業費、古手川委員

頑張っていただきありがとうございました。

４月の初め、この委員会では平岩委員と一緒

に、香港で７人制ラグビーの世界大会があり勉

強に行ってまいりました。その中で、観光の部

分でジェトロとか、向こうのＪＴＢだとか、向

こうからこっちに人を送る役割の担当部署とか

に聞いたところ、やっぱりどんどんレンタカー

を借りて周られる方が、特に香港の方はそうな

んでしょうけれども、増えてくると。もう間違

いないようでございますので、こういう標識と

か、いろんなことを整備しますよと言ったら、

もうスマホを使っていると、ナビですね。ナビ

があるからそういうものを使って外国の方が県

内とか日本の中で動くときに、これからどうい

う環境の整備が必要なのか、そういうことも少

しまた考えて御意見をいただければと思ってい

ます。

私は文教警察委員は初めてですから、常任委

員会でいろんな署にまいります。また高山刑事

部長、原田交通部長もいらっしゃいますが、私

は地元では交通団体のいろんなことをやってい

ますので、やっぱり予算的な面で、土木だけで

なくて、皆さんのところから見た道路の状況で

すとか、いろんな要望というのがまだまだある

と思いますので、そういう部分もまた１年かけ

ていろいろと教えていただければと思っていま

す。よろしくお願い申し上げます。要望です。

ほかにございませんか。大友委員長

それでは、委員外議員。

一つだけ。ストーカー事案とか、堤委員外議員

ＤＶ又は盗撮について、今回の３月議会で大分

県迷惑行為防止条例が成立したよね。その中で、

委員会の中でも非常に冤罪のことを危惧してい

ろいろ質問してきたんだけども、特に第１０条

の中のみだりにうろつくと。確かに盗撮行為で

みだりにうろつくというのは、それは取り締ま

らないといかんと思うんだけど、全国的に問題

になっているのは、結局、住居とか、「等」や

けんね。これは国会であったりとか、また労働

組合であれば会社であったりだとか、そういう

ところに抗議行動とか、いろんな形で行動を起

こしていきますよね。そういうものまでも、結

局、拡大解釈で取締りの対象になるんではない

かというのが自由法曹団から非常に危惧が出さ

れてきているんだけども、そこら辺は県警とし

てはどう考えているの。

御指摘の条例については、工藤生活安全部長

恨みやねたみなど、正当な理由がなく、そして

特定の者に対して反復して行われることを規制

しているものでございます。みだりにうろつく

行為で、１０条１項で規制されておるわけです

けれども、正当な理由がなくですから、労働権

の行使や市民活動、あるいは取材活動など、正

当な理由で行われる行為はそもそも対象ではご

ざいません。また特定の者に対して行われる行

為でありまして、法人や政治に向けられる行為

は対象ではございません。また条例中、第１７

条には、この条例の濫用防止規定もございます

ので、運用が適正に行われることを担保してい

るところでございます。私ども警察官にしっか

り共有してまいりたいと思っております。

ぜひそこら辺を徹底してやって堤委員外議員

ください。お願いいたします。

ほかに質疑もないようですので、大友委員長

これをもちまして、平成３０年度の行政組織及

び重点事業等を終わります。

以上で、予定されていた案件は終わりました

が、この際ほかに何かありませんか。

冒頭、太刀川本部長が県民目線のお平岩委員

話をいろいろ聞かせてほしいと言われましたの

で、ちょっとお伺いしたいんですけれど、滋賀

県でとても考えられない事件が起きました。い

ろんな背景も明らかにならないし、ただ、警察
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学校を卒業した人が先輩を後ろからというのが

ものすごいショックだったです。それで、考え

てみたら、警察官になる方は未成年の人もいる

んだというのをあのとき改めて考えさせられた

んですけれど、拳銃の扱いも含めて、未成年の

警察官に対する指導とか、姿勢とか、今どきの

若い人たちですので、いろいろ怒られることも

ないかもしれないし。ただ、団塊の世代が大量

に退職していく中で、若手の警察官が各署の本

当に３分の１以上を占めるような状況の中で、

指導というか、彼らの気持ちを引っ張っていく

というのはとても大きな課題があるだろうなと

思うんですが、少しそこら辺の思いをお聞かせ

ください。

滋賀の拳銃使用事案に関しては、山田警務部長

いまだ滋賀県警で捜査等が行われているところ

で、例えば、その背景的な部分、原因の分析と

いうのはまだこれからだと思っております。

ただ、委員がおっしゃったとおり、我々警察

というのは、日頃、警察法に基づいて拳銃を所

持しております。未成年というところで御心配

されていることかと思いますけれども、年齢に

関わらず、警察官として、どういう目的で拳銃

の所持を警察ができるのか、警察官が認められ

ているのかというところについて、改めてその

思い、考えというものについて、まず警察学校

が初任の教養課程ということでございます。大

分県においては少なくともそういった問題は今

起きておりませんので、大分県の教養に関して

は、これまでの従前の取組が機能しているもの

と考えております。まだそうした御懸念がある

ということは重々承知いたしておりますので、

学校のみならず、各所属ですね、特に地域警察

官等がたくさん配置されている警察署等でも、

例えば、朝礼等の場を通じて、改めて基本的な

考えという部分については指導がなされていく

ものと理解しております。

平岩委員から思いをと言わ太刀川警察本部長

れました。一言補足で申し上げますが、この委

員会でも、藤田委員は昨年からお世話になって

おりますのでよく御存じだと思いますけれども、

特に警察職員の育成については、我々本当に心

を入れて取り組んでいかなければならない、本

当に大きな課題であると言われもし、我々自身

もそのように認識をしているところであります。

それは、採用の段階から、そして警察学校にお

ける教育の段階、それから新任配置以後ですね。

特に若手の警察官については、我々本当に真摯

に対応していかなければならないわけなんです

けれども、特に、やはり若手の警察官のなり手

と申しましょうか、採用の情勢も以前に比べて

決して楽ではない状況になっております。これ

は、いずれの分野でも同じかもしれません。人

口の問題もございます。そういう中で、よりい

い人材を、適切な、適性のある人材を求めてい

くというのはまず必要になってくるでありまし

ょう、そのようにして獲得した人材を、本当に

県民の役に立つ警察職員、警察官に育てていく

というのは非常に重要なことであると思ってお

ります。

とりわけ、やはり我々、今年もそうなんです

けれども、例えば、勤務経験のある者を、ある

程度年齢はいっていても新規に採用するとか、

つまりどちらかというと人物重視と表現してい

いかと思うんですけれども、決して頭がいいと

か、そういうことよりは、やはり本当に真面目

に県民のために自分の力を発揮したいんだとい

うふうに警察官を志してくれる人を採用した、

その上で、その初心を磨いていくというところ

に意を用いていきたいなと考えております。ま

だ緒に就いたばかりだと思いますが、今年もぜ

ひ委員の皆さまには警察官育成という問題につ

いて大所高所から御指導いただければ、我々と

しても本当にありがたいなと考えているところ

でございます。

ありがとうございました。平岩委員

ほかにないようでありますので、大友委員長

これをもって警察本部関係を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

ここで、暫時休憩します。

再開は、午後１時といたします。

午後０時１７分休憩

午後１時００分再開

これより、教育委員会関係の説明大友委員長
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に入ります。

説明に入る前に、本日は初めての委員会でも

ありますので、まず、私から御挨拶を申し上げ

ます。

〔大友委員長挨拶〕

では、委員の皆さんの自己紹介を大友委員長

お願いします。

〔委員の自己紹介〕

また、本日は、委員外議員として大友委員長

堤議員に出席いただいております。

次に、事務局職員を紹介します。

議事課の工藤君です。（起立挨拶）

政策調査課の熊野君です。（起立挨拶）

続きまして、執行部の自己紹介を大友委員長

お願いします。

〔工藤教育長挨拶〕

〔幹部職員自己紹介〕

それでは、教育委員会関係の平成大友委員長

３０年度行政組織及び重点事業等について、執

行部の説明を求めます。

平成３０年度の行政組織宮迫理事兼教育次長

及び重点事業等のうち教育委員会組織等につい

て御説明します。

お手元の文教警察委員会説明資料の１ページ

をお願いいたします。

１の教育委員会でございますが、教育長と５

名の教育委員による合議制の執行機関となって

おります。教育の政治的中立性、継続性・安定

性の確保に意を用いつつ、総合教育会議等の仕

組みが設けられた趣旨を踏まえ、知事部局との

連携を図ってまいります。

委員会会議の開催にあたっては、議案のみな

らず協議・報告事項を設定し、率直な意見交換

を行っています。委員会の活性化に努めてまい

りたいと思います。また、学校現場や市町村教

育委員会の実情把握、課題認識の共有等をしっ

かりと図りながら、教育行政の推進に取り組ん

でまいります。

次に、２の教育庁の組織です。

本庁においては、総務・改革、高校教育・ス

ポーツ、義務教育・社会教育の各部門担当次長

の下、教育改革・企画課以下１２課１室をもっ

て所管事務を分掌しております。

本年度の本庁の組織改正ですが、学校運営に

係る支援体制の強化などを目的として、教育財

務課及び義務教育課、特別支援教育課の三つの

課で班の新設、再編等を行いました。詳細につ

いては、担当課長から後ほど御説明します。

中段の右側に記載しております地方機関につ

いては、教育事務所６か所の計６施設となって

おります。

次に、教育機関については、教育人事課に属

する教育センターをはじめ、社会教育課に属す

る３施設、文化課に属する３施設の合計７施設

となっております。

これら教育委員会事務局等の職員数は、３に

ありますとおり、４月１日現在で３８０名でご

ざいます。

次に、４の県立学校でございます。高等学校

が本校３７校と分校３校と定時・通信制が１校、

特別支援学校が本校１４校と分校２校、中学校

が１校の合計５８校となっております。

以上の組織体制のもと、大分県の教育の振興

を図ってまいりたいと思います。

平成３０年度の大分中村教育改革・企画課長

県教育委員会の重点方針について御説明します。

説明資料２ページをお願いします。

平成２８年４月からスタートした「教育県大

分」創造プラン２０１６の基本理念を踏まえ、

重点方針のテーマを「教育県大分」の創造に向

けてとして、大きく３本の柱を設けております。

一つ目の柱は、子どもの力と意欲の向上に向

けた組織的な取組の推進です。これについては

大きく２点ございます。

1点目は、「芯の通った学校組織」を基盤と

した教育水準の向上で、学校マネジメントの深

化、授業改善の徹底、体力向上の推進・健康課

題への対応、いじめ・不登校対策等の推進につ

いて主たる取組を記載しております。

２点目は、子どもと向き合う時間の確保に向

けた学校における働き方改革の推進ということ

で、「チーム学校」の実現、部活動の改革、Ｉ

ＣＴの活用等による業務改善について取組を記

載しております。
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二つ目の柱は、地域を担う人づくりと活力あ

る地域づくりの推進です。これについては引き

続き、まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略

を踏まえて、地方創生に向けた取組を推進いた

します。

三つ目の柱は教育環境の整備です。特別支援

学校の再編整備については、今年度から聾学校

移転や高等特別支援学校の整備に着手すること

を記載しております。

次に、産業教育施設・設備については、水産

高校実習船翔洋丸の共同運行やくじゅうアグリ

創生塾の開設について記載しております。

最後に屋内スポーツ施設については、３１年

４月の竣工を目指して進めていくこととしてお

ります。

２ページ右側には、「教育県大分」創造プラ

ン２０１６の八つの基本目標に沿って学校教育、

社会教育、文化財・伝統文化、スポーツの分野

ごとの重点項目を整理しております。

この重点方針のもと、教育の実を上げられる

よう全力を尽くしてまいります。

平成３０年度教育委員会予佐藤教育財務課長

算の概要について御説明します。

説明資料の３ページ、一番上の表を御覧くだ

さい。教育委員会の予算額は、左から２列目、

３０年度当初予算額欄の上から３段目にありま

すように１，１６６億９，８１５万９千円です。

これを右から３列目の２９年度当初予算額欄

と比較しますと、その右の欄にありますように、

額にして２５億７，６６７万円、２．３％の増

となっております。

内訳はその上にありますとおり、人件費が約

２億２千万円の減となる一方、事業費が約２８

億円の増となっております。

人件費の減は、教職員数の減などに伴うもの

で、事業費の増は、屋内スポーツ施設の工事費

が増額となることなどによるものでございます。

続きまして、教育庁中村教育改革・企画課長

各課室、組織・分掌・重点事業について御説明

します。

教育改革・企画課です。委員会資料の４ペー

ジをお願いします。

まず、１組織についてですが、総務班、改革

企画班、広報・調整班、経理班、法務班の五つ

の班で構成し、職員数は２４名となっています。

また、地方機関は中津、別府、大分、佐伯、

竹田、日田の６教育事務所があり、職員数は全

部で５０名となっています。

次に、５ページ、２分掌事務についてですが、

主なものとして、（１）教育改革の推進に関す

ること、（３）教育委員会の議事及び議事録に

関すること、（５）教育庁及び教育機関（学校

を除く）の組織に関すること、（７）教育に係

る広報広聴に関すること、（１１）訴訟に関す

る事務の連絡調整に関することなどを担当して

おります。

次に、３重点事業についてですが、当課にお

いては、（１）芯の通った学校組織を基盤とし

た教育水準の向上に努めてまいります。

教育人事課です。委員会法華津教育人事課長

資料の６ページをお願いします。

まず、１組織についてですが、企画・研修班、

給与制度班、給与管理班、教育庁人事班、小中

学校人事班、県立学校人事班、採用試験・免許

班の七つの班で構成し、職員数は３１名となっ

ています。また、教育センターについては、総

務企画部、教科研修部、特別支援教育部、教育

相談部の四つの部で構成し、職員数は２９名と

なっています。

次に、２分掌事務についてですが、主なもの

として、（１）教育庁及び教育機関の職員並び

に市町村立学校県費負担教職員の人事に関する

こと、（３）教職員の定数に関すること、

（６）（７）教員等の採用選考試験、校長等管

理職の昇任選考試験に関すること、（８）教職

員の給与、手当等に関すること、（１２）教職

員の研修の総括に関することなどを担当してお

ります。

次に、３重点事業についてですが、（１）ス

クール・サポート・スタッフの配置活用等によ

る学校における働き方改革の推進です。スクー

ル・サポート・スタッフの配置活用等により、

教員の授業準備等の負担を軽減し、児童生徒と

向き合う時間を増やすなど、学校における働き
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方改革を進めてまいります。

また、引き続き（２）広域人事異動や教職員

評価システムの効果的運用等を通じた教職員の

人材育成と教職員の意識改革を図ってまいりま

す。

教育財務課です。委員会資佐藤教育財務課長

料の７ページをお願いします。

まず、１組織についてですが、企画・予算班、

学校運営支援班、情報化推進班及び施設管理班

の４班で構成し、職員数は２１名となっていま

す。このうち企画・予算班及び学校運営支援班

は、今年度、修学支援を含む学校運営に係る支

援体制の強化を図るため、企画・学校管理班を

再編したところです。また、施設管理班は施設

の長寿命化や特別支援学校の再編等施設の整備

・管理業務を一元的に実施するため、施設企画

班と施設整備班を統合し、新たに設置したもの

です。

次に、２分掌事務についてですが、主なもの

として、（３）県立学校等の施設及び設備の整

備に関すること、（６）就学奨励に関すること、

（８）教育委員会の予算に係る事務の総括に関

すること、（９）情報化の推進に係る事務の総

括及び連絡調整に関することなどを担当してお

ります。

次に、３重点事業についてですが、（１）県

立学校施設整備の推進については、第３次特別

支援教育推進計画に基づき、聾学校の移転新築

や高等特別支援学校の新設に係る調査設計等を

実施するとともに、県立学校１５校２１棟の大

規模改造工事を実施します。また、三重総合高

校久住校の研修拠点施設の建設や香川県と共同

運航する実習船の建造を行います。

（２）教育の情報化の推進と情報セキュリティ

の確保については、タブレット端末や電子黒板

等ＩＣＴ機器の計画的整備や教員研修を実施す

るとともに、新規事業として、小・中学生を対

象としたプレゼンテーションコンテストを実施

し、情報活用能力の育成を図ります。

福利課です。委員会資料の８ペ阿部福利課長

ージをお願いします。

まず、１組織についてですが、管理予算班、

健康支援班の二つの班で構成し、職員数は１１

名となっています。

次に、２分掌事務についてですが、主なもの

として、（１）教育庁及び教育機関の職員の保

健、元気回復及び安全衛生に関すること、

（３）職員宿舎及び職員住宅に関すること、

（６）公立学校共済組合大分支部に関すること

などを担当しております。

次に、３重点事業についてですが、（１）若

年教職員に対する生活習慣病予防対策・メンタ

ルヘルス対策を進めてまいります。

３０年度の取組として、若手職員健康づくり

セミナーやこころのコンシェルジュによるメン

タルヘルスサポートなどを実施してまいります。

学校安全・安心宗岡学校安全・安心支援課長

支援課です。委員会資料の９ページをお願いし

ます。

まず、１組織についてですが、安全・安心企

画班、学校防災・安全班、いじめ・不登校対策

班の三つの班で構成し、職員数は１２名となっ

ています。

次に、２分掌事務についてですが、主なもの

として、（１）教育に係る子どもの貧困対策の

総合企画並びに指導、助言及び連絡調整に関す

ること、（２）生徒指導に係る総合企画並びに

指導、助言及び連絡調整に関すること、（５）

学校安全に関することなどを担当しております。

次に、３の重点事業についてですが、（１）

ＳＣ・ＳＳＷ・ＳＬ等の専門スタッフの効果的

活用によるいじめ・不登校対策等の充実・強化

としては、スクールカウンセラーを全ての公立

小中学校にカバーし、スクールソシャルワーカ

ーを全ての中学校区をカバーする体制として配

置しました。さらに文部科学省の調査研究事業

により、スクールロイヤーとして弁護士を活用

することとしています。これらの専門スタッフ

との連絡調整窓口となる教職員も全ての公立学

校に明確に位置付けて、いじめ・不登校対策を

組織的に推進します。（２）県立学校への防災

教育コーディネーターの配置や防災物資の備蓄

等による学校防災体制の強化などを進めてまい

ります。
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義務教育課です。委員会資米持義務教育課長

料の１０ページをお願いします。

まず、１組織についてですが、管理予算班、

幼児教育推進班、学力向上支援班、義務教育指

導班の四つの班で構成し、職員数は１６名とな

っています。

本年度、幼児教育推進班を新設し、新幼稚園

教育要領等の全面実施にあたり、県としての指

導体制の充実を図り、幼児期の育ちが児童期の

学びにつながるようにし、幼・小・中を通して

子どもに力と意欲を付けられる仕組みづくりを

行います。小学校教育のスタートに円滑に接続

するための就学前に関わる指導者への研修の充

実と幼児教育の質の向上にまい進します。

次に、２分掌事務についてですが、主なもの

として、（１）（２）市町村立学校の教育課程、

学習指導等の学校教育に関すること及びそれら

の指導・助言、（３）（４）市町村立学校の学

力向上対策に関すること及び全国・県の学力調

査に関すること、（５）教科用図書、その他教

材の取扱いに関すること、（６）幼稚園教育の

指導及び助言に関することなどを担当しており

ます。

次に、３重点事業についてですが、（１）新

学習指導要領の円滑な実施に向けた指導・支援

を進めてまいります。本年度から導入の小学校

３年生以上の英語教育については、２年後の本

格実施を見据え、充実した研修の提供等をして

まいります。

（２）（３）付けたい力をしっかり付ける授業

実現のための改善に本年度も力を入れ、新大分

スタンダードを軸とする授業改善により、県内

の子どもたちに力を付けてもらえるよう指導・

支援を進めてまいります。

特別支援教育課です。後藤特別支援教育課長

委員会資料の１１ページをお願いします。

まず、１組織についてですが、企画・整備班、

指導班の二つの班で構成し、職員数は９名とな

っています。

本年度、インクルーシブ教育システムの構築

を目指して３月に策定した第３次大分県特別支

援教育推進計画に基づく施策を着実に推進する

中で、特に特別支援学校の再編など教育環境の

整備に必要な体制を強化するため、企画班を企

画・整備班に改めました。

次に、２分掌事務についてですが、主なもの

として、（１）県立特別支援学校及び特別支援

学級における教育その他の教育上特別の支援を

必要とする児童・生徒及び幼児に対する教育の

振興に係る総合企画並びに指導、助言及び連絡

調整に関すること、（２）県立特別支援学校の

高等部の入学定員の策定及び入学者選考に関す

ること、（３）県立特別支援学校の就学に関す

ることなどを担当しております。

次に、３重点事業についてですが、さきほど

申し上げた第３次大分県特別支援教育推進計画

の着実な実施に努めます。（２）にあげており

ますが、本年度は大分県立聾学校の移転、本県

初となる高等特別支援学校の設置に向けて手続、

基本設計等を進めます。また、新学習指導要領

の円滑な実施に向け指導してまいります。

高校教育課です。委員会資楢崎高校教育課長

料の１２ページをお願いします。

まず、１組織についてですが、管理予算班、

高校教育指導班、グローバル人材育成推進班、

産業教育指導班、高校改革推進班の五つの班で

構成し、職員数は２１名となっています。

次に、２分掌事務についてですが、主なもの

として、（１）県立高等学校及び県立中学校の

教育課程、学習指導、進路指導等に関すること、

（５）産業教育、定時制教育及び通信教育に関

すること、（８）県立高等学校の適正規模及び

学校・学科の適正配置に関すること、（１０）

県立高等学校及び県立中学校の入学者選抜に関

することなどを担当しております。

次に、３重点事業についてですが、（１）新

たな大学入学者選抜や新学習指導要領の実施に

向けた指導・支援の充実、主体的・対話的で深

い学びの実現に向けた授業改善をさらに進めて

まいります。

（２）また、三重総合高校久住校の本校化の検

討など、地域農業の振興と地域の活性化に貢献

する、魅力・特色ある高等学校づくりを推進し

てまいります。
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社会教育課です。委員会資石井社会教育課長

料の１３ページをお願いします。

まず、１組織についてですが、管理予算班、

生涯学習推進班、社会教育班の三つの班で構成

し、職員数は１６名となっています。

県立図書館については、総務企画課、サービ

ス課、学校・地域支援課の三つの課で構成し、

職員数は２９名となっています。

また、香々地青少年の家は事業課で構成し、

職員数は７名、九重青少年の家は事業課で構成

し、職員数は８名です。

次に、２分掌事務についてですが、主なもの

として、（１）生涯学習の推進のための施策の

企画及び連絡調整に関すること、（２）社会教

育の振興のための企画及び指導助言に関するこ

と、（３）公民館、図書館、青少年教育施設そ

の他の社会教育施設に関することなどを担当し

ております。

次に、３重点事業についてですが、（１）地

域人材の育成に向けた団体支援や電子書籍の試

験導入等、「知の拠点」としての県立図書館の

機能充実を図ってまいります。（２）地域にお

ける子どもの学びの充実に向けた広域・多機能

型「協育」ネットワークの推進を進めてまいり

ます。

３０年度は、特に協育ネットワークを基盤と

した学校教育活動の支援に取り組んでまいりま

す。

人権・同和教育課で樋口人権・同和教育課長

す。委員会資料の１４ページをお願いします。

まず、１組織についてですが、管理予算班、

人権教育推進班の二つの班で構成し、職員数は

８名となっています。

次に、２分掌事務についてですが、主なもの

として、（１）人権教育行政の推進に係る企画

調整に関すること、（３）同和教育行政の企画

調整及び推進に関することなどを担当しており

ます。

次に、３重点事業についてですが、（１）小

・中・高の系統的な人権教育を進めてまいりま

す。

３０年度の取組として、昨年度策定した部落

差別解消の推進に関する学校教育指導方針を踏

まえ、学習系統表や人権「授業づくり」のすす

めかた等を活用し、部落差別の解消に関わる取

組を核とした人権教育を進めてまいります。

文化課です。委員会資料の１５阿部文化課長

ページをお願いします。

まず、１組織についてですが、教育文化班、

文化財班の二つの班で構成し、職員数は１６名

となっています。うち４名については、企画振

興部、国民文化祭・障害者芸術文化祭局、大分

県芸術文化スポーツ振興財団への併任等となっ

ています。

教育機関については、歴史博物館が職員数１

２名、先哲史料館が８名、埋蔵文化財センター

が１６名となっています。

資料の１６ページをお願いします。

２分掌事務についてですが、主なものとして、

（２）文化財の保護に関すること、（７）学校

の文化関係団体に関することなどを担当してい

ます。

次に、３重点事業についてですが、（１）文

化財・伝統文化をストーリー化した日本遺産等

を活用した地域の活性化を進めます。

また、（２）３０年度は国民文化祭、障害者芸

術・文化祭が開催されることから、これらの機

会を活用し、学校、市町村、国民文化祭・障害

者芸術文化祭局とも連携しながら、大分の歴史

・文化の魅力発信を進めてまいります。

体育保健課です。委員会資井上体育保健課長

料の１７ページをお願いします。

まず、１組織についてですが、管理予算班、

学校保健・食育班、学校体育班、生涯スポーツ

班、競技力向上対策班の五つの班で構成し、職

員数は２９名となっています。

次に、２分掌事務についてですが、主なもの

として、（１）学校体育に関すること、（２）

（３）生涯スポーツや競技スポーツに関するこ

と、（４）（５）学校保健や食育に関すること、

（８）児童・生徒の健康管理に関すること、

（１４）競技力向上対策に関することなどを担

当しております。

次に、３重点事業についてですが、（１）部
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活動指導員の活用等による部活動の改革を進め

てまいります。

中学校については、国庫事業を活用して、市

町村が配置する部活動指導員に対して報酬等の

補助を行い、高校については、部活動指導員の

配置による効果的な活用について実践研究を行

います。

また、（２）（３）の体力向上対策の推進と

健康課題への対応については、体育専科教員等

を活用した授業改善や一校一実践など、学校内

での組織的な取組を強化してまいります。

健康課題の一つである歯と口の健康について

は、歯みがき指導、食に関する指導、フッ化物

の活用の３本柱で推進していますが、取組が遅

れているフッ化物洗口について、全小学校・全

学年での実施に向けて取組を進めてまいります。

屋内スポ山上屋内スポーツ施設建設推進室長

ーツ施設建設推進室です。委員会資料の１８ペ

ージをお願いします。

まず、１組織についてですが、職員数は３名

となっております。

次に、２分掌事務についてですが、主なもの

として、（１）屋内スポーツ施設の建設工事に

関すること、（２）屋内スポーツ施設の建設に

必要な企画、調査及び関係機関との連絡調整に

関することを担当しております。

次に、３重点事業についてですが、（１）武

道をはじめとして多目的に活用できる県立屋内

スポーツ施設の竣工・開館に向けた取組を進め

てまいります。

今後、第２回定例会において、施設の名称等

を定める「県営体育施設の設置及び管理に関す

る条例」と、施設の使用料金を定める「使用料

及び手数料条例」の改正案の上程に向けて作業

してまいります。その他にも指定管理者の導入

に向けた取組や、競技用具や諸室で使用する備

品等の調達手続なども行ってまいります。

なお、建設工事の進捗状況については、昨年

度までは、基礎工事や柱・壁といったコンクリ

ート躯体工事を主として工事が進められてきま

した。今年度は、本施設の特徴でもある県産杉

製材を活用したアーチ構造の屋根架構の組立て

を行い、その後、内装工事等を進め、計画どお

り平成３１年４月の竣工を予定しています。

以上で説明は終わりました。大友委員長

これより質疑に入ります。

質疑、御意見などはございませんか。

１点、１０ページ、義務教育課、三浦副委員長

２の分掌事務の（１）（２）（３）を中心にや

っていたと思いますが、私の地元日出町、大変

恐縮ですが、県内でも学力は低い方じゃないと

私自身は捉えているんですが、現在、小・中学

校が市町村立で唯一の２学期制を敷いています。

県教育委員会として、この２学期制のメリット、

デメリットを教えていただきたいと思います。

メリットとしましては、夏米持義務教育課長

休みを挟んで１学期が終わりますので、１学期

というか、前期にあたる途中に行われる中間テ

スト等を評価しながら足りないところを夏休み

等に補って、そして夏休み明けの９月に、要す

るに私どもが言う期末テストを行い、そこで評

価をするなど、指導を充実することができると

思っております。

加えて、通知表を１学期末に慌てて作るんで

はなくて、今のように、子どもたちの指導を補

いながら９月末に評価を行うということで、先

生たちも年２回の評価を子どもたちの指導の時

間に充てられると聞いております。

デメリットとしては、その評価の機会が１回

少ないことにより、子どもたちの成長を子ども

と保護者が把握するのに回数が１回少ないとい

うことになりますので、途中のテスト等の評価

を適切に保護者に知らせなければいけないとい

うことも伴ってまいります。

また、地域とか、あるいは私どもに随分長い

こと体にしみついた学期制というのがあります

ので、この９月の終わりで前期が終わり、そし

て数日間の短い休業をとって、後期が始まると

いう仕組みがなかなか周りになじまないところ

があります。その辺りの理解を図りながら進め

る必要があろうかと思います。

私の子どもも新年度から小学校三浦副委員長

５年と３年生です。まず一つ、前期、後期とい

うか、２学期制でいうと通知表がもらえるのが
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ちょうど１０月の体育の日を挟んだ３連休とい

うことで、課長がおっしゃる９月末ということ

ではなく１０月の３連休で通知表をいただくと

思います。それは小・中学校同じようなメリッ

ト、デメリットということなのでしょうか。

保護者のことはよく分かりましたので、学校

現場の先生たちは、当然他地域から日出に赴任

をするわけですけれども、そういった声はどの

ように聞き取っているんでしょうか。

私は、別府の教育事務所に米持義務教育課長

以前務めておりましたので、そのときに詳しく

お話を聞いて、今お答えしたことはそのときの

話を元にしております。

義務教育課に来た段階で、特段のマイナス面、

地域や保護者の不満、あるいは教職員の困った

状況というのは特段のことを聞いておりません

でしたので、日出町にとってはなじんでいるも

のと考えております。

また、人事交流が広域で行われますから、今

の点については先生方もメリットとデメリット

を感じながら対応しているものと思われますの

で、さきほど委員がおっしゃったように、子ど

もたちに一定の成果が出ているのはそのプラス

面と捉えてもよろしいかと思います。

さきほど言いましたが附属を除三浦副委員長

く市町村で、市町村立であれば日出だけだと思

いますけれども、他地区で普及しないのはなぜ

なんでしょうか。

さきほど申し上げましたが、米持義務教育課長

夏休みというのが非常に大きな点でありまして、

そこで一回区切るということが余りにも長くな

じみ過ぎたのかなという気はいたします。また、

学期ごとに、例えば中学校でいいますと、中間

テスト、期末テストがございますので、その辺

りの評価に追われるという忙しさが本当はあり

ますので、それよりも子どもの指導を充実する

という意味でメリットの方が本来伝わるべきだ

と思いますけど、さきほど言った慣例で変えに

くいところがあるのかなと思います。また、聞

くところによると、日出町におかれても最初そ

れを導入するときに随分地域や保護者に説明を

したと、そこで苦労されたという話も聞いてい

るところです。（「またよろしくお願いしま

す。」という者あり）

まず、２ページの各分野別の重点項河野委員

目についてです。以前この委員会に所属してい

たときに、各県立学校等を回らせていただきま

した。それぞれ学校のマネジメントの目標とい

うことの設定が一杯あって、こんなにたくさん

いろんな目標を持っていらっしゃるんだと思っ

ていたんですが、さらにこの本庁の重点項目と

いうのを見させていただいて、こんなにたくさ

んあるんだなというのがまず１点感じたことで

あります。働き方改革という面で、絞り込みと

か、スクラップ・アンド・ビルド的なものとい

うのはどの程度やられているのなというのが率

直な感想であります。その辺の、要はどんどん

盛り込んでいくという方向で増え続けているの

かもしれないなと思いながら、もう少し重点項

目なら重点ＡとかＢとかＣとかランク分けをし

て、きちんとすべきものではないかなと思いま

した。それに対するお考えをお聞きしたいのが

１点です。

２点目は、教育財務課か高校教育課なのか分

からないんですが、実は今年の初めに私どもの

国会議員の方にある投書をいただきました。大

分県内の女子高校生が大学進学を希望したんだ

けれども、返済不要の奨学金の申込期間が自分

が家庭内のトラブルを抱えて不登校の状態にな

った期間で、その申込み等の説明を受ける機会

がなかったということで、実際にその申込みが

できなかった。こういったことについて何らか

の救済制度を設けてもらいたいという投書をい

ただいたんですね。これについては文科省、そ

の他の話もあったようなんですが、具体的にそ

ういった引きこもりであるとか、様々な問題を

抱えている子どもの進学についての支援として、

奨学金その他の問題は非常に大きなものかなと

思うわけなんですが、そういったきめ細かな対

応について、どちらがどのような体制で取り組

まれるのかについてお伺いしたいと思います。

重点項目のスクラッ中村教育改革・企画課長

プ・アンド・ビルドや、重点項目にＡ、Ｂ、Ｃ

などの区切りを付けるべきではないかというお
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尋ねをいただきました。今回の大分県教育委員

会の重点方針、平成３０年度については、まず

は教育委員会内の各所属の関係する記載をここ

に全て漏れなくまとめているという観点から、

ここに記載されているものがかなり多い項目に

見えるというのは御指摘のとおりだと考えてお

ります。

まず、芯の通った学校組織の取組については、

学校が学校の組織的な改善に取り組んでいくた

めに、当初は２０の観点を示しておりましたが、

それではやはり項目も多いということで、八つ

の観点に絞りました。今年度は、学校教育の改

善について四つの観点に主に取り組んでおり、

取組の進展に合わせて学校が取り組まなければ

いけないところを徐々に焦点化してきていると

いった経緯がございます。

また、重点方針の中にチーム学校の実現とい

う項目を立てておりますが、専門的な外部人材

の活用などといった取組自体も学校における働

き方改革の推進という、その方向性に沿ったも

のであると考えております。この重点方針につ

いては、それぞれの学校段階、また必要な支援

をしている地域ごとの実情に応じて、より必要

なところを選んでいくようにすることによって、

一律に県の教育委員会からの重点方針を組織的

にするというよりは、それぞれの地域の実情に

応じて教育事務所などと連携をしながら進めて

いくのが適切なのではないかと考えております。

大学生の奨学金の関係でご佐藤教育財務課長

ざいますが、窓口は学校の生徒指導の先生がす

るようになっておりまして、そことの情報交換

が密でなかった部分があるのかと思います。今

後についてはよく研究してまいりたいと考えて

おります。

重点項目については、教育庁、本庁河野委員

としての重点項目だとは思うんですけれども、

こういった目標を示されている学校現場とか、

そういったところ、やはりこれから働き方改革、

生徒と向き合う時間をより多くしたいという、

これを現場として取り組むべきこととか、それ

から本庁マターであるとかいう部分で、きちん

と区分していただいたほうがいいんじゃないか

なと思って。やはり少しでも教員の皆さんの負

担感をいかに軽減していくかという部分も含め

て、あれもこれもやらなきゃいけないという切

迫した何かプレッシャーを感じないようにぜひ

していただきたいと思います。

それから、教育財務課さんの、そういった情

報が得られなかったことによって進学の道が閉

ざされたと感じていらっしゃる方がいるという

ことも、その辺もぜひお願いしたいと思います

し、次の進学の機会にそういった部分の情報が

卒業生であってもきちんと届けられるようにぜ

ひお願いしたいと要望しておきます。

３点ほど教えてください。県費負担平岩委員

の定員内臨時が足りているのかなというところ

ですね。始業式は４月９日が多かったと思うん

ですけど、４月９日の段階でいろいろ聞いたら、

県の教育事務所管内２６名、各市町村の２６名

全部入っていないという状況だったんです。そ

の後、たまたま大分教育事務所長にお会いした

ときに、今の段階では１名ですとか、改善でき

ていますということも聞いているんですが、今

の段階で定員内臨時がどうなのかということを

教えてください。

それに絡んで英語教育。さきほど米持課長が

おっしゃった、２０２０年の本格実施に向けて、

もう２０１８年から英語を入れているところも

多いと思うんですけど、当然子どもの授業数も

増えていると思いますし、教職員の負担という

か、授業の時数も増えていると思うんですけれ

ども、そこら辺りの加配の状況を教えてほしい

と思います。

それから、部活動の指導員についても触れら

れました。部活動の指導員が確か外部指導者の

導入と、それからスクールスタッフの導入で合

わせて８千何百万円ぐらいの予算が付いていた

と思うんですけれども、これ各市町村に振り分

けていったときには、そんなに大きな金額には

ならないのかなと思ったときに、今それぞれの

部活動が始まっていると思うんですけど、部活

動でどういう外部指導員が入ってこられる道筋

ができているのかなと。教員によっては部活動

を一生懸命やりたいというような部活動命とい
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う人もいらっしゃいますし。それから保護者は、

この先生のときに鍛えてほしいという、いろん

な思いが交錯していると思うんですけれど、働

き方改革という視点で部活動指導員の確保をど

う見ているか、その３点について分かっている

範囲で教えてください。

まず、１点目の臨時講師法華津教育人事課長

未配置の状況ですけれども、先週末時点で、今

のところまだ２０名確保できないという状況に

なっております。

２点目の英語の関係ですけれども、国で英語

に関する加配を全国で１千人、本県では１０人

の配分がありましたけれども、市町村の要望等

を踏まえて確か４名なんとか加配を確保したと

ころでございます。

部活動指導員の確保につい井上体育保健課長

ては、３月末に国から内示がございました。既

に新学期は始まっておりますが、年度末の内示

であったことから、現在実施する市町村の調整

をしており、最終段階を迎えているところでご

ざいます。

どういった方が部活動指導員になっていくか

ということは、最終的な決定権は市町村の教育

委員会が持っておりますが、これまで外部指導

者として登録している方々からまず候補になっ

ていくんじゃないかなと思っております。

２０名というのはすごくびっくりし平岩委員

たんですけど、病休とかを除く、純粋に県費の

定員内臨時が足りていない数ですか。

基礎定数５名、加配で８法華津教育人事課長

名、病休、育休代替で７名という状態になって

います。

文科省からの英語教諭の加配はたっ平岩委員

た１千人、これを全国で割り振ったらほんの僅

かで、この１千人が１万人ぐらいじゃないとい

けなかったのになと思うんですけれども、厳し

い状況ですので、子どもにも現場にも負担がい

かないやり方でやっていかなければいけないな

と思っています。

予算特別委員会で聞いたんだけど、末宗委員

合点がいかないのでもう一遍改めてお聞きした

い。民間人校長のメリットとデメリットはどん

なもんかという回答に納得いっとらんけん、も

う一遍回答をよろしく。

そもそもの民間人校長の法華津教育人事課長

の導入の背景ですけれども、平成２０年の事件

を受け、教職員の意識改革の一環として実施し

ておりました。そして、民間での経験を生かし

た、従来にない学校経営により、教職員の意識

改革につなげるということで導入をしまして、

平成３０年４月現在、小学校７名、中学校１名

の８名の民間人校長を配置しております。

その成果としては、校長自らが積極的に地域

に入っていくことで、学校の情報発信を積極的

に行っている。また、学校が組織的に動くこと

の重要性を教職員に伝えるとともに、学校の組

織的な意思決定の在り方について問題提起をす

るとともに、改善に向け強いリーダーシップを

発揮している。また、民間の視点から校務や危

機管理体制を見直し、教職員の意識改革を進め

ているというのがメリットであります。

課題としては、どちらかというと、民間人校

長というよりは、私ども教育委員会の課題であ

りますけれども、民間の経験やノウハウを活用

した柔軟な開放的な取組をいかに他の学校にも

広げていくか、また、県教委の積極的関与と市

町村教委との、さきほど言いました課題も含め

て、連携の必要性があるという分析をしている

ところでございます。

この前は目指すということだったけ末宗委員

ど。今の回答では、メリットはいくらかは情報

共有とかいろいろなことを言うたんだけど、デ

メリットは相変わらずないということでいいん

かね。

民間人校長の配置による法華津教育人事課長

デメリットというのはないと考えております。

あのね、具体的に、例えば民間人校末宗委員

長が配置されたときに、今までの教員だったら

教頭から校長になるときは、ずっと組織内で何

十年間かいるわけよね。それで、そういう教員

としての共通したものができた上で、知らん土

地でも知っている土地でも校長になるわけやけ

ど。民間人校長の場合は、地域が違ったら、地

域の事情も何も分からない状態が多くて、それ
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と組織の運営の仕方、リーダーシップに優れた

人がなればいいけど、優れた人でなければ当然

運営はできないわけよね。そこら辺りのデメリ

ットは全くないという返事でいいんかね。

民間人校長の管理能力と法華津教育人事課長

いいますか、それは選考試験にあたって管理職

としての経験を資格として見ておりまして、そ

れについては論文でありますとか面接等を通じ

て、その民間人校長の管理能力というのは見て

おります。

また、地域に入るに際しては、民間人校長の

方々には、まず地域に溶け込んで、地域の実情

をよく把握してくださいと申し上げているとこ

ろでございます。

そうしたら、いろんなところで民間末宗委員

人校長が辞めたり、いろんな問題も起きている

ところも結構あるんだけど、大分県にはそうい

うことは起こらんという確信でいいんかな。

今のところは起こってい法華津教育人事課長

ないというふうに捉えております。

あのね、今のところ課長が言うのは末宗委員

いいんだけど。僕は制度というのはメリットと

デメリットは１００％あると思う。それをデメ

リットがないのを前提でやるような教育を、あ

なたたちが一番の大分県教育の指導者なのに指

導者がそういう感覚で教育を行っていいんかと

いう不安感がある。人間というのはそんなに自

分に自信を持ってやれるもんだろうかと。そこ

ら辺り教育長、どうかな。

民間人校長、私は民間出身校長と工藤教育長

いう言い方をしているんですけれども、この２

０年の不祥事を受けて、より組織的な取り組み

方というものを現場に入れていく必要があるよ

ということから、新しい考え方を導入しようと

いうことでやってきております。これまでやっ

ていただいた方の評価等を見ますと、やはり積

極的に地元に溶け込もうとし、また変えていこ

うという意識を持って取り組んでもらっている

と思います。

委員が言われるように、メリット、デメリッ

ト、当然いろいろあると思います。デメリット

は今のところ見えていないということですけれ

ども、むしろ、そこら辺をしっかり我々も探す

必要があるだろうし、また、そういう意味では、

地元でいろいろ活躍されています議員の皆さま

方からもいろいろな御意見をいただければあり

がたいなと思っております。

要は、そういった中で絶えず、現在進行形で

地域の改革、そして学校内の改革を進めてもら

う、さらには、こういう方は大変なキャリアを

持った人が多いですから、外とのいろんなつな

がりの中で、児童生徒に刺激を与えていくとい

う取組も随分してもらっている校長もおります。

そういったいろんな教育現場だけではない動き

というもので、子どもたちの成長を助けていけ

ればと思っております。

いろいろありましたが、ぜひ御意見をまた聞

かせていただければありがたいと思います。

これは、また委員会の中で調査を大友委員長

させていただきますので、またその後に議論さ

せていただければと思います。

ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、質疑等はあり大友委員長

ませんか。

さっき樋口課長が人権・同和教堤委員外議員

育の中で、ちょっと聞き間違っていたらごめん

なんだけれども、部落差別を核とした人権教育

を推進するということを言ったと思うんだけれ

ども、いまだに部落差別というのは実際にある

のかどうか。人権ということから同和問題をや

りながら啓発活動をしているという言い方やっ

たかな。解消法ができて、途端に部落差別の解

消を結局核とするというふうな、ニュアンスが

変わってきているんではないかという思いがあ

るわけ。つまり、そういう法律に基づいて、さ

きほどの重点事業の方向も変わってきているの

かどうかが一つ。

それと、県立学校のタイムレコーダーの導入、

これはこれでいいんだけれども、市町村教育委

員会によると、いまだに印をついて、帰りは何

もしないという出勤簿があるらしいんです、あ

る人に聞いたらね。そういう市教委に対して、

県がタイムレコーダーを入れたから市教委とし
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てもどうですかと。大分市は独自に入れると言

っているんだけれども、地域に行けば行くほど、

そういうレコーダーの導入というのはちょっと

遅れているんではないかなという思いがあるん

だけれども、県としてどういうお話を市教委と

しているのかが分かれば教えてください。

昨年度策定した学校樋口人権・同和教育課長

教育指導方針については、今までやってきたも

のをまとめたものでございますので、特段法律

ができて、それで変えてきたものではございま

せん。やってきたものをきちんと系統的にまと

めて、小・中・高で系統的な学びを作っていく

と。その中で部落差別の解消に関わるような部

分も含めて、それをやっていくという部分で全

ての人権問題に通じるものとして、共通の課題

の中で差別に立ち向かう子どもたちを育ててい

くということで、この方針を作ったところでご

ざいます。

タイムレコーダーの導入法華津教育人事課長

についてですが、先週の金曜日にも市町村の教

育長会議があり、その中でも私から改めてお願

いをいたしました。タイムレコーダー等による

勤務時間の客観的な把握については、現在は厚

労省のガイドラインに基づいて求められており

ますけれども、今現在の国会に働き方改革法案

が提案されており、その中では今後は労働安全

衛生法の改正によって客観的な労働時間の把握

については義務付けられると、そういった状況

も考慮して、できるだけ早めに客観的な勤務時

間の把握に努めるようにというお願いもしたと

ころでございます。

それはぜひしておかないと、い堤委員外議員

つまでたってもなかなかタイムレコーダーは進

んでいかないからね。びっくりしたんよ、実際

にいまだに出勤簿に印を押して、帰りは何も押

さんで帰るという、そういう学校がいまだにあ

るという話を聞きましたから。ぜひそれは県と

してそういうお話はして、勤務時間の管理をや

っていただきたいと思います。

樋口課長、部落差別だけが人権問題じゃない

から、こと立てて部落差別の解消のための云々

というんじゃなくて、今は障害者差別禁止法も

できているし、そういうところも含めて、こう

いう差別をなくしていくんだという方向で強め

ていただきたいと本当に思います。

今御指摘のあった部樋口人権・同和教育課長

分ですけれども、学習系統表というのを出した

ときには、その３年間の中でどういう学びをす

るのかという意味で、様々な人権問題に関する

授業をどこに組み込むかということも提示して

おりますので、ことさら部落問題に関わってと

いう分だけを強調しているわけではございませ

ん。この辺りのところはまた学校にもきちんと

指導してまいります。

給与、働き方改革、教員は特別給与末宗委員

割増しの法律があるよね。それとこの働き方改

革がどんなふうに関連してくるの。

教員については、我々の法華津教育人事課長

勤務時間外手当相当ということで、教職調整額

として給料の４％が支給されております。それ

についても、国でその在り方については議論を

しているとは聞いております。

そういうのもしながらしていくわけ。末宗委員

その点についてまだ議論法華津教育人事課長

しているという段階でして、まだ方向性は出て

いないと承知しております。

ほかに、質疑もないようですので、大友委員長

これをもちまして、平成３０年度の行政組織及

び重点事業等を終わります。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

りましたので、これを許します。

まず、①及び②の報告をまとめてお願いしま

す。

①学習指導要領等の中村教育改革・企画課長

改訂を受けた取組について、御説明いたします。

委員会資料の１９ページをお願いします。

学習指導要領改訂のスケジュールについて、

まず平成２８年度の欄を御覧ください。幼稚園

・小学校・中学校については、平成２９年３月

３１日に新しい学習指導要領が告示されました。

続いて、高等学校については平成３０年３月３

０日に新しい学習指導要領が告示されました。

特別支援学校についても、幼稚園、小学校、中

学校、高等学校と一体的に改訂がなされており



- 24 -

ます。

次に、平成３０年度の欄を縦に御覧ください。

本年度は、幼稚園、特別支援学校の幼稚部に

ついては新しい幼稚園教育要領の全面実施が始

まる年度にあたります。小学校・中学校、特別

支援学校の小中学部については移行期間、高等

学校、特別支援学校の高等部については周知・

徹底を図る期間にあたります。

委員会資料の２０ページをお願いします。

上段の枠内に記載のとおり、新学習指導要領

は新しい時代に必要となる資質・能力の育成に

ついて三つの柱で示しております。１点目は、

生きて働く知識・技能の習得、２点目は、思考

力・判断力・表現力等の育成、３点目は学びに

向かう力・人間性等の涵養です。これら三つの

資質・能力は、幼稚園、小学校、中学校、高等

学校、特別支援学校に共通するものであり、各

学校段階の接続を意識した教育の計画や教育活

動が求められています。

また、資料の下段に記載のとおり、学習内容

と学習方法についても方向性を示しております。

「どのように学ぶか」については、「主体的・

対話的で深い学び」の視点からの学習過程の改

善について示されており、具体的には、授業改

善の取組が求められているところです。

こうした国の学習指導要領改訂を受けた取組

として、本年度は、県内の全ての教諭に対する

パンフレットの配付や説明会の実施について、

昨年度に引き続き取り組むとともに、各学校段

階における授業改善に向けた取組を推進してま

いります。

続いて、②大分県版「チーム学校」の実現に

向けた取組について、御説明いたします。

委員会資料の２１ページをお願いします。

「芯の通った学校組織」の取組を継承し、平

成２９年度から平成３１年度までの３年間を

「芯の通った学校組織」推進プランの第２ステ

ージとして位置付け、大分県版「チーム学校」

を実現することで、本県の教育水準の向上を目

指してまいります。

資料の下段の３を御覧ください。大分県版

「チーム学校」とは、管理職のリーダーシップ

の下、教職員・専門スタッフが各々の専門性を

生かして連携・分担し、チームとして課題を解

決する姿を想定しております。

平成３０年度は、子どもたちが安全に、安心

して学校で過ごせるための支援体制として、ス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー、文部科学省の調査研究事業として配置す

るスクールロイヤーといった専門スタッフの体

制整備、個別課題への対応にあたっては関係機

関との連携を行うとともに、防災教育コーディ

ネーターを核とした学校防災体制の強化など災

害等に備えた対策も実施してまいります。

学校・家庭・地域の協同に向けた取組も含め

まして、学校を支える体制の充実に向けた取組

を進めるとともに、「芯の通った学校組織」の

取組を深める意味で、学校における具体的な目

標や取組の設定とその達成のために学校全体で

検証・改善を繰り返す、学校マネジメントの一

層の質の向上を図ってまいります。

以上で説明は終わりました。大友委員長

ただいまの報告について質疑、御意見などは

ございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、質疑等はあり大友委員長

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、③大友委員長

及び④の報告をまとめてお願いします。

③平成３０年度大分県立高楢崎高校教育課長

等学校入学者選抜結果について御説明いたしま

す。委員会資料の２３ページをお願いします。

まず、全日制の表を御覧ください。

表の上の欄が平成３０年度入試における結果

であり、比較としてその下に平成２９年度入試

の結果を示しています。また、項目としては、

表の左から、入学定員、推薦入試・連携型入試、

一次入試、二次入試の順にまとめています。

平成３０年度は、全体の入学定員７，２４０

人に対し、最終合格者数は６，９９６人となり、

合格者数が入学定員に満たない欠員の人数は２

４４人、学校数は１７校でした。

次に、その下の定時制の表を御覧ください。
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総入学定員４４０人に対し、括弧内の３９６

人は、爽風館高校の秋季募集人員及び春季転編

入学者試験の募集人数を除いた数を示していま

す。最終合格者数は１３６人でした。

続きまして、資料２４ページをお願いします。

学校・学科ごとの入学定員、合格者、欠員の

状況を示しています。学校ごとの欠員数ですが、

地域の高校を中心に厳しい状態がありました。

ただ、地域の高校活性化支援事業の指定校１

６校のうち、９校で定員充足を含め、欠員が減

少するなど取組の成果も出ており、今後はさら

に地域や地域の中学校等との連携をさらに強化

することなどにより、定員確保に努めてまいり

ます。

続きまして、④文部科学省指定のスーパーサ

イエンスハイスクール重点枠及び、スーパープ

ロフェッショナルハイスクールの新規指定につ

いて御報告いたします。

委員会資料の２５ページをお願いします。

スーパーサイエンスハイスクール重点枠とは、

地域全体の理数教育の核となる学校への特別な

指定です。本県では、科学技術関係人材の育成

のため、平成２２年度から大分スーパーサイエ

ンスコンソーシアムの取組を進めており、今回、

生徒の主体性を伸ばし、県の科学教育を牽引さ

せることをねらいとした新たな組織、ＯＳＳリ

ーダーズを結成することによりその有用性が認

められ、新規に採択されました。今年度は全国

２２の応募のうち六つが採択されております。

大分舞鶴、日田、佐伯鶴城のＳＳＨ３校を中

心に、教員の指導力向上を含めた県全体の科学

技術関係人材を育成するシステムを構築するこ

とで、県全体の科学教育の裾野をさらに広げた

いと考えております。

続きまして、資料の２７ページをお願いしま

す。

平成３０年度からの文部科学省指定のスーパー

・プロフェッショナル・ハイスクールに、大分

南高校が指定されました。

１の概要を御覧ください。文部科学省では、

社会の第一線で活躍できる専門的職業人を育成

するため、先進的な卓越した取組を行う専門高

校を指定して研究開発を行うスーパー・プロフ

ェッショナル・ハイスクール（ＳＰＨ）事業を

平成２６年度から実施しております。

２の事業概要を御覧ください。大分南高校で

は、ジェネラリストの視点をもつ地域を支える

社会福祉リーダーの育成を目指して、災害時の

福祉支援力の体験学習、介護ロボット等の有用

性研究、福祉先進国視察研修などに取り組みま

す。

教育委員会では、大分南高校の取組を社会福

祉発展を担う人材育成の中核的存在と捉え、佐

伯豊南高校、中津南耶馬溪校、関係部局等と連

携して、地域を担う専門的職業人の育成を推進

してまいります。

以上で説明は終わりました。大友委員長

ただいまの報告について、質疑、御意見など

はございませんか。

スーパー・プロフェッショナル・ハ河野委員

イスクールの指定を受けて、さらに資格取得と

かいった部分についてです。これまで職業系の

高校生の在学中の資格取得の支援とかいう事業

が組まれていたかと思うんですが、このスーパ

ー・プロフェッショナル・ハイスクールについ

ての同様の支援策があるんでしょうか。

大分南高校では介護福祉士楢崎高校教育課長

養成校という指定を受けて既にこれに取り組ん

でおりまして、平成２８年度は１００％合格を

達成しております。資格については引き続き重

視しながら取り組むとともに、さらにこの幅を

広げていろんな経験をさせることで、人材とし

ての育成を考えてまいりたいと思います。

２６年度から事業をスタートしてい河野委員

るということですが、結果として、就職先とい

う形に具体的に結びついているということでよ

ろしいんですか。

大分南高校の福祉科は、福楢崎高校教育課長

祉系の就職者が約８８％でございます。進学で

は福祉系の大学や専門学校への進学者は約７１

％で、まとめますと卒業生の約７９％が福祉系

に就職や進学をしているという状況でございま

す。

定員割れの問題なんだけど。この表末宗委員
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を眺めていたら、大体大分から別府、日出、杵

築、それから中津などが定員に達している、余

っているような状態と思いますが、あとの地域

は黒三角が多い。教育というのは考え方だけど、

要するに教育環境が劣化すると、今の過疎化か

ら何から一極集中に歯止めもかからないし、な

かなか地域にいい人材が住まないという現実が

あるんだけど。それを犠牲にしてまで今、全県

１区を採っているんだけど、それだけの値打ち

があってどういう成果が出たか、そこら辺りを

聞かせてほしいんだけど。

全県１区につきましては、楢崎高校教育課長

御存じのとおり、県内どこに住んでいても、同

じような充実した教育環境で学習することがで

きるよということで、特色、魅力、活力ある学

校づくりを進めてまいりました。特にこの３年

間については、高校においても授業改善という

ことで、全県下の高校がこれに取り組んでまい

りました。また、地域の高校活性化支援事業を

通じて９校で定員確保、また定員増ということ

でしたけれども、それ以外の高校についても、

例えば、難関大学合格者で例を挙げますと、宇

佐高校では３年ぶりの九州大学合格３名が出た

とか、杵築高校では最難関大学、京都大学の合

格が出たというような、学校によって様々な成

果が今出つつあるという状況でございます。こ

のような難関大学合格者の視点で申しますと、

全県１区開始前からその後の３か年平均をとり

ましても、１６から１８年平均が１９２．７人

であったのに対して、その後２３５．７人とい

うように、あらゆる成果が今出つつある、出て

いると考えているところでございます。

理屈はあるんだろうけど、まあ好き末宗委員

なところに行くのもいいんだろうけど。今、県

政の課題の過疎化とか人口減少、そして地域で

学んで地域の学校、高校にも行くという方針が

ある中で、随分それが犠牲になっているような

気がする。そこら辺りを教育委員会は本当に検

討しよるのか、よく議論していきよるのか、も

うデメリットは山ほどあるんだけど、メリット

は余り感じられんのだけど、そこら辺りをどれ

だけの深みで議論しているのか、お聞かせ願い

たいんだけど。

今回の全県１区等の再編整備に姫野教育次長

ついては、昭和６３年の中学卒業者数が２万１

４７人、再編整備計画当時が１万２，８７２人、

この間７，２００人、学級数４０で割ると約１

８０学級分の生徒数が減少してまいりました。

その中で、平成１６年当時、５３校の中で２０

校が３学級以下と、１学級から３学級、それを

どうするかということで、やはり高校生という

のは社会性若しくは部活動等を考えて、適正規

模４学級以上というところではないかというこ

とで、全県１区をはじめとした生徒の主体的な

進路選択は大事にしつつ、適正規模の再編整備

を進めていったところでございます。（「６学

級から８学級やろう」と言う者あり）地域によ

っては４から５学級も認めるというところで、

委員御指摘のとおり、６から８学級が理想的で

ございますが、やはり子どもたちが通える範囲

に複数の学校を残すということで、地域の学校

を含め、４学級、５学級も適正というところで

進めてまいりました。そういう面では、各学校、

地域の高校が、今、進学にも部活動にもいろん

なところで頑張っているという認識をしており

ます。

ただ、課題といたしましては、御指摘のとお

り、さらなる少子化、今後、平成３０年が１万

２４７人でございます。平成１６年当初から比

べると２，６２５人減ということで、当時から

比べると約６０学級の減少を抱えていると。こ

れがさらにこの後進むかどうかというところ、

地方創生では人を呼び込みたいということで今

動いているところでございますので、そういう

課題認識の下で、高校を、地域の学校を盛り上

げて、そこで選ばれる学校づくりを進めてまい

りたいと思っております。

末宗委員がおっしゃるのは、地域古手川委員

から大分なんかにどんどん人が出るから、地域

から人が減っているんじゃないかという趣旨で

すか。

そうそう。やっぱり地域の過疎化が末宗委員

進むし、地域にいい人材が居住できなくなって

いっているからね。中学まで地域の学校に行っ



- 27 -

た生徒が、地域にふさわしい学校が少なくなっ

て地区外に出ているという、地域で学べないと

いう。

そういう趣旨ですね。私もそうだ古手川委員

と思っていたんです。実は去年、国東の自民党

移動県連でそういうお話がありまして、資料を

要求したら非常に丁寧なものをいただきました。

できれば、そういう地域ごとの資料を。私学は

ちょっと分からないんでしょうけれども、基本

的には以前の方がたくさん出ていて、今の方が

残っているという資料をいただいたんです。こ

れは地域性が多分あるんだと思うんですが、国

東においては納得できる資料を私もいただけた

んで、あのときに出していただいた資料で、ち

ょっと個別に御説明いただくと末宗委員も少し

納得いただけて、また次の展開の議論に進める

んではないかなと。私も同感で同じように思っ

ていましたので。

国東は、まあ学校が一つなくなった末宗委員

りいろいろしてるから。格差が激しいからね。

ケース、ケースがあるんでしょう古手川委員

から。

私も全く同じ思いがあったんです大友委員長

けれども。私も独自に調査して、全県１区に変

わったから定員割れしているというだけじゃな

くて、決してそれが原因だけじゃないというの

がだんだん分かってきましたので、また詳細な

資料等を出していただき、そしてまた次の議論

に行けるような形をしっかり取っていただきた

いなと思います。

承知しました。（「よくない」姫野教育次長

と言う者あり）

委員外議員の方、よろしいですか。大友委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、大友委員長

⑤の報告をお願いします。

それでは、委員会資料の２楢崎高校教育課長

８ページをお願いします。

⑤三重総合高校久住校本校化案について、現

在の検討状況を報告いたします。

まず、１概要ですが、大分県立三重総合高等

学校久住校について、平成３１年度からの本校

化に向け、平成３０年第３回定例会に設置条例

を上程、また、平成３１年度の高校入学者選抜

から久住校に全国公募を導入したいと考えてい

ます。

続いて、２本校化についてですが、まず、平

成２３年に、公立高等学校の適正配置及び教職

員定数の標準等に関する法律、いわゆる標準法

の改正により本校化に係る基準が緩和され、１

学年１学級でも本校として設置が可能となった

点、また、さらなる少子高齢化が進む中、人を

大事にし人を育てる、地域を守り地域を活性化

するという地方創生の観点から、地域の担い手

づくりを後押しするという点、三つ目として、

豊かな自然に恵まれた九州で最も標高が高い学

校農場や、作物・野菜・草花の栽培から畜産ま

での多様な農業を展開している強みを生かした

体験型の新たなカリキュラムを導入し、農業単

科校としてさらなる特色化を図るという点、ま

た、学校敷地内に設置準備を進めています農業

人材育成施設「くじゅうアグリ創生塾」（仮

称）を、県下９校の農業系高校が集まる学び合

いの拠点とし、久住校との相乗効果を生み出す

という４点をあげております。

次に、３全国公募についてですが、まず、農

業に対して意欲ある生徒を県外から募集し、県

内外の生徒が互いに切磋琢磨する中で、将来の

県農業を担う人材育成を図ります。生徒募集に

ついては、地元竹田市が設置する平成３１年度

完成予定の学生寮を活用していきたいと考えて

おります。

４今後のスケジュールですが、今後、地域へ

の丁寧な説明を行い理解を得ながら、教育委員

会として方針を決定していきます。６月の議会

で、本校化、全国公募について再度報告をさせ

ていただき、校名、校章、校歌、制服等必要な

準備を整え、９月第３回県議会に設置条例改正

案を上程する方向で考えておりますので御協力

をお願いいたします。

資料の２９ページをお願いします。

こちらは、研修施設「くじゅうアグリ創生

塾」（仮称）についての資料です。県内の農業

系９校が協働した農業研修を実施し、高校生同



- 28 -

士が互いに切磋琢磨する中で、将来にわたる農

業を志す仲間づくりなどが期待されます。

資料の３０ページをお願いします。

こちらは、平成３１年度からの導入を考えて

います久住校の新カリキュラムについての資料

です。生徒自らで企画し、栽培から販売までの

実体験を行う「チャレンジＭｙ農場」などによ

り、県農業を担う人材を育成していきます。

以上で説明は終わりました。大友委員長

ただいまの報告について、質疑、御意見など

はございませんか。

三重総合の久住校本校化についてで平岩委員

すが、今、久住校に行っている生徒はどちらか

というと、行くところが厳しいお子さんだった

り、いろんなハンデをお持ちになっていたりし

ている人たちが最後のとりでとして行っている

部分もあると思うんですよね。来年から本校化

になったときに、例えば大分東高校だとかいろ

んなところの農業を学ぼうと思っている人たち

が、専門的に学べるからということでわっと来

るようなことがイメージされるのか、それで今

行っているタイプの子どもたちが逆にはじき飛

ばされるのかと。本校化というのを聞いたとき

に一番そのことを心配したんですけれども、イ

メージとしてどういうふうに捉えていらっしゃ

るか、まだ先のことですけど教えてください。

県内にバランスよく配置さ楢崎高校教育課長

れた農業系高校は、そのままその良さを踏襲し

ながら、さらに久住校が今の特色である部分を

しっかり特色化し、県外からも大分県農業をし

っかり支える人材を育成するという趣旨でござ

いますので、これまで久住校が培ってきた人材

育成という部分はしっかりと大切にしながら、

さらにそれを発展させていきたいと考えており

ます。

では、地域のこれまでの農業系の高平岩委員

校をしっかり充実させながら、久住校をさらに

充実させると。今まで私が知っている範囲で、

久住校に行かれている生徒の皆さんは、どちら

かというと、中学校のときには本当に何か大事

にされなかった、でも久住校に行って生き生き

として、機械を扱いながら、すごく希望を持っ

て今生活しているという話を聞くもんですから。

その子たちの居場所としても取っておいてほし

いなという思いがあったもんですから。また一

緒に考えていきたいと思います。お願いします。

全国公募についてですけれども、ど河野委員

のくらいの応募者を見越していて、そして県内

出身者との振り分けと言いますが、これによっ

て県内出身の方が行けなくなるというようなこ

とは心配されてないのかという部分についてお

聞かせください。

まずは県内地域や県内生徒楢崎高校教育課長

の進路保証を第一義的に考えていかないといけ

ないと考えております。その上で、地域の中学

生の数ですとか、学校の状況等から県外から入

学できる生徒についても判断し、検討してまい

りたいと考えております。

要は応募状況という形を見越さない河野委員

と、募集定員の設定の仕方とか分からないと思

うんですけれども、今まだ想定がないというこ

とでしょうか。

高校入試で県外の生徒の割楢崎高校教育課長

合というようなものを定めていかないといけな

いと考えておりますけど、その部分については

現在検討中でございます。

私は、先般、一般質問でもぜひや古手川委員

っていただきたいとお願いをさせていただきま

した。いよいよ見えてくるということでわくわ

くしておりますが、今、平岩委員や河野委員が

おっしゃったように、どんどんそういう課題が

出てくると。それを議論しながら解決をしてい

く、それぐらいにぎやかに、ぜひやっていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

委員外議員の方は、質疑等はあり大友委員長

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

他に質疑もないようですので、こ大友委員長

れで諸般の報告を終わります。

この際ほかに何かございませんか。

１点だけ、さきほ法華津教育改革・企画課長

ど平岩委員の質問について訂正をさせていただ

きます。

英語の加配について４名とお答えしましたけ
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れども、本年１０名の配置をしております。

おわびして訂正をさせていただきます。

別にないようでありますので、こ大友委員長

れをもって教育委員会関係を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔教育委員会、委員外議員退室〕

これより、内部協議を行います。大友委員長

まず、県内調査についてですが、事務局から

説明させます。

〔事務局説明〕

以上、事務局から説明させました大友委員長

が、この行程でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、この案で実施すること大友委員長

とします。

欠席や別行動となる場合は、早めに事務局に

連絡してください。

また、今後、調整が必要になった場合は、私

に御一任いただきたいと思います。

次に、県外調査の日程・調査先などについて

御協議願いたいと思いますが、まず、事務局か

ら説明させます。

〔事務局説明〕

以上、説明させましたが、日程や大友委員長

調査地の御希望などはありますか。

〔協議〕

それでは、県外所管事務調査につ大友委員長

きましては、７月１８日から３日間の日程で実

施することとし、ただ今、御検討いただきまし

た趣旨に沿って事務局に実施案を作成させます。

なお、細部については私に御一任願います。

以上で予定されている案件は終わりました。

この際ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これをも大友委員長

ちまして、委員会を終わります。

お疲れさまでした。


